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監査の結果について

地方 自治法第 199条 第 2項、第 4項及び第 7項の規定により実施 した下記

監査の結果を同条第 9項の規定により別添のとお り提出します。

記

1 平成 30年度普通会計定期監査 (後期 )

2 平成 30年度財政援助団体等監査

3 平成 30年度行政監査
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平成 30年度

普通会計定期監査 (後期 )

監 査 結 果

長崎県監査委員
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平成30年度普通会計定期監査結果(後期)

第1監査の概要

1 監査対象機関及び実施日

地方自治法第 199条第4項の規定による平成 30年度後期における普通会計の

定期監査は、平成 30年 11月 5日 から平成 31年 2月 15日 までの期間において、

122箇所の地方機関 (知事部局、県立学校等、警察署)を対象として実施した。

監査対象機関、監査年月日及び監査にあたつた委員は、別紙のとおりである。

【監査対象機関】
地方機関

計

42

80

122

警察署

8

14

22

県立学校等

20

56

76

知 事 部 局 の

地方機関

14

10

24

実地監査

書面監査

合計

2 監査対象期間

実地監査は、平成 29年度及び平成 30年度の監査 日までを、書面監査は平成 29
年度を姑象期間とした。

3 監査の観点

監査に当たつては、県の事務事業が法令等に則 り適正に行われているか、経済性、

効率性、有効性は確保されているかなどの観点から実施 したも

4 基本事項

1)収入

① 収入確保のため、調定事務、徴収対策が適切に行われているか。

② 収入未済の解消について、適切かつ効率的な回収に取 り組まれているか。
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(2)予算の執行

① 予算の執行は、適切に行われている力札

② 経済性を考慮し計画的かっ効率的に執行され、効果的なものとなっているか。

(3)契約

① 委託業務の実績及び履行の確認が徹底されているか。

② 予定価格の積算根拠は、明確かつ適切であるか。

③l委託の成果が有効に活用されているか。

(4)工事

① 工事の計画 。設計・施工が、法令等に準拠しているか。適七刀かっ効率的、経

済的に執行されているか。

② 設計積算にあたって十分な検討及び設計照査が行われているか。また、特に

契約変更時は必要性、経済性が検討されているか。       ｀

③ 入札手続き、契約方法、支出に関する事務処理は適切に行われているか。

(5)補助金等

① 補助金等の事務処理は、関係法令等に基づいて適切に行われているか。

② 補助事業完了後の書面や現地での履行確認は、必要に応じ適切に行われてい

るか。

③ 補助事業の効果の検証は、行われているか。

(6)物品

① 適切な物品の調達・管理が行われているか。

② 物品が有効に活用されているか。

(7)財産の管理

① 公有財産等の管理は、規則等に基づき適切に往われている力乳

② 公有財産は、有効に活用されているかっ

-2-
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第 2 監査の結果

1 総括

監査の結果、地方機関における財務に関する事務の執行については、おおむね適正

に行われているものと認められた。

しかしながら、一部において、下記の指摘事項等のとお り是正または改善を要す

る事項が見受けられたので、今後 とも関係法令等を遵守するとともに、適正かつ効

率的な事務執行の確立に努める必要がある。

2 指摘事項等の状況

今回の監査の結果、事務処理を是正・改善すべきものについて、以下のとおり指摘、

指導及び意見を行つた。

( )は平成29年度後期監査結果件数

今回は、特に「物品」に関して毒劇物などの管理や、「予算執行」に関しては公用

車のJ点検整備などについて留意 して監査 した結果、前年度と比較 して、指摘件数は

「物品」が 11件、「予算の執行」が 12件、それぞれ増加 している。

なお、公用車の管理、使用状況等については、別途取 りまとめた「平成 30年度

行政監査 監査結果」のとお りであるが、後期監査においては、特に自動車検査証の

有効期間が満了して更新 していない状態等で公用車を使用に供 していた事例や法定

点検整備が未実施となっていた事例などが確認された。

※監査結果は、

(1)指摘事項

(2)指導事項

(3)意  見

次の区分により取り扱う。

①法令、条例又は通達等に違反しているもの

②機関の意思決定が適切になされていないもの

③収入確保に適切な措置を要するもの

④予算を目的外に支出しているもの r

⑤不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの

⑥経済性、′メ
~力
率性、有効性の観点から改善を要するもの

⑦前回、指摘事項又は指導事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの

③その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの

指摘事項の項目に該当するもののうち、軽易と認められるもの

①執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められ

るもの

②県の組織及び運営の合理化を図るため、特に措置を要すると認められるもの
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(1)収入未済について

県税など収入未済額が前年度より減少する事例が見受けられる一方、増額 となっ

ている事例も認められたので、引き続き適正な債権管理を行い、効果的な徴収対策

を講じるなど収入の確保に努めるべきである。

(2)収入について

外来料等の収納において、現金での収納分を現金出納簿に登記していない事例、
自動販売機に係る県有財産貸付契約において、現金で徴収した八札保証金が現金出納
簿に登記されていない事例などが認められたので、収入事務の適正な執行に努めるべ

きである3

(3)予算の執行について                          '
建築物等の点検業務委託において、既に実施 した外壁の点検を重ねて実施 してい

る事例、公用車の法定点検整備が実施されていない事例、融雪剤の使用量管理及び在

庫管理が適正ではない事例などが認められたので、適正な事務処理を行 うべきであ

る。

(4)契約について

消防用設備等点検業務委託において、一部設備が不良との点検結果報告があつたに

もかかわらず対応がなされていない事例、予定額の積算が誤つている事例などが認め

られたので、入札・契約事務マニュアル等の内容をよく理解するとともに、適正な対

応を行 うべきである。

(5)工事について            |
修繕工事において、工事完了報告書が提出されないまま検査を行 っている事例な

どが認められたので、適正な事務処理を行 うべきである。

ど
(6)補助金等について

就学支援金について、受給資格認定結果の通知を受ける前に授業料債権への公金
振替がされている事例などが認められたので、適正な事務処理を行うべきである。

(7)物品について

施設の閉鎖に伴い不用決定 した物品を法人所有の施設内に残置 している事例、毒劇
物の保管・管理において、規定等に基づく点検が実施されていない事例、物品の処分
において、産業廃棄物 として関係法令に基づいた処理が行われていない事例などが認
められたのでt適正な物品の調澄・管理に努めるべきである。

(8)財産の管理について

ダム施設及び設備の不具合について、道切な対応がされていない事例、地下埋設
物の設置において、国道の占用許可や普通財産の貸付が行われていない事例、漁港施
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設内において、長年にわたり不法占用状態が続いてお り解消されていない事例などが

認められたので、適正な公有財産の管理に努めるべきである。

(9)その他

公用車の車検証の有効期間が満了して更新 していない状態で、公用車を使用に

供 していた事例などが認められたので、道正な管理を行 うべきである。

第3 指摘事項

次のような不適切な事例があつたので、適正に事務を執行すること。

O 危機管理監

(1)物 品

長崎県消防学校調理業務委託において、委託先に貸出した物品の貸付品

管理簿が作成されていない。               [消 防学校]

O 総務部

(1) 収入未済

収入未済については、効果的な徴収対策を講じ、収入|の確保に努めること。

[壱岐振興局管理部税務課、対馬振興局管理部税務課……県税及び加算金等]

O 企画振興部

(1) 予算の執行
過年度に国に誤納付した雇用保険料について、時効により還付請求がで

きなくなっている。
イ
            [姑 馬振興局管理部総務課]

0 福祉保健部

(1) 収入未済

収入未済については、効果的な徴収対策を講じ、収入の確保に努めること。

[東彼・北松福祉事務所、上五島福祉事務所……「・生活保護費返還金等]

(2)収 入

外来料等の収納において、納入通知書の発行後、現金で収納 した分を現金

出納簿に基記 していない。         [こ ども医療福祉センター]

(3) 予算の執行

建築物・建築設備定期点検業務委託で、既に実施 した外壁の点検を重ねて

実施 している。             :[こ ども医療福祉センター]

-5-
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(4)

①
契約

ホームページ運用保守業務委託において、業務完了後遅滞なく提出させる
べき完了報告書の提出を求めなかったため、履行確認が遅れ、過年度支出と

なっている。        [長 崎こども・女性 。障害者支援センター]

生活困窮者等就労準備支援事業業務委託において、委任事項が記載 されて

いない委任状を受理し入札に参加させている。     [西 彼福祉事務所 ]

②

0 産業労働部

(1)収 入未済

収入未済については、効果的な徴収対策を講 じ、収入の確保に努めるこ

と。           [佐 世保高等技術専門校……・契約解除違約金 ]

(2) 工事

実習場ガス編れ修繕工事において、契約書で定めた工事完了報告書が提

出されないまま検査を行つている。      [佐 世保高等技術専門校 ]

(3)財 産の管理

自動販売機設置場所に係る県有財産貸付契約において、入札保証金から

契約保証金への充当が遅延 している。

また、契約保証金不足分の納入がないままt契約をしている。

[佐世保高等技術専門校 ]

0 水産部

(1)収 入未済

収入未済については、効果的な徴収対策を講 じ、収入の確保に努めるこ

と。    [工 島振興局上五島支所建設部管理・用地課
……漁港施設占用料等(漁港施設等使用料相当額]

(2) 契約

超小型深度・温度データロガーの購入において、100万円を超える購入

であるにもかかわらず、検査下命が行われておらず、検収調書も作成されて

いない。                     [総 合水産試験場]

(3)財 産の管理

戸楽漁港施設内において、長年にわたり不法占用状態が続いてお り解消さ

れていないも

十  また、不法占用に係る占用料相当額について請求すべきである。

[五島振興局建設部管理・用地課]

0 農林部

(1) 収入

① 生産物売払収入において、販売代金を受領後
｀
、直ちに調定すべきところ遅

延 している。そのため、公金取扱銀行への払込みも遅延 している。

[農林技術開発センター]

…6-
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② 自動販売機設置場所に係る県有財産貸付契約において、入札当日に現金で

徴収 した落札者の入札保証金が現金出納簿に登記されていない。

また、入札保証金から契約保証金への充当が遅延している。[農業大学校 ]

(2) 予算の執行

運行開始前等に日常点検を実施する必要がある公用車について、必要な日

常点検が行われていない。            [肉 用牛改良センター]

(3)
①

②

③

O 土本部

(1)

①
と

②
と

な い 。 [肉用牛改良センター]

(4)物 品

毒劇物の保管・管理において、毒物劇物危害防止規定に基づく点検が実

[肉用牛改良センター]施 されていない。

(5) その他

公用車の車検証の有効期間が満了 して更新 していない状態で、公用車を

[肉用牛改良センター]使用に供 していた。

契約

総合廃液処理施設保守点検業務委託において、装置異常の早期発見を行

うための委託であるのに、仕様書に定める点検指示事項について点検結果

を確認できないものがあり、履行確認が不十分である。

[農林技術開発センター]

産業廃棄物収集 ,運搬及び処分業務の予定額及び予定価格の積算におい

て、参考見積の産業廃棄物税相当額を含む処分単価を採用 しているにもか

かわらず、月呼途産業廃棄物税相当額を計上している。

[農林技術開発センター]

庁舎の警備業務委託において、仕様書どお りに委託業務が実施 されてい

収入未済

収入未済については、効果的な徴収対策を講 じ、収入の確保に努めるこ

。        [姑 馬振興局建設部管理課………過払い報酬の返還金]

収入未済につぃては、′メ
~力

果的な徴収対策を講 じ、収入の確保に努めるこ

。 [対馬振興局建設部管理課
……一般会計、港湾施設整備特別会計 :港湾施設使用料等]

(2) 予算の執行

① 融雪剤 として使用する塩化カルシウム購入等契約において、納品時に現

品確認をしておらず履行確認が適正ではない。

また、その後の使用量管理及び在庫管理が適正ではない。

[県央振興局建設部道路第一課]

-7-
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② 融雪剤として使用する塩化カルシウムについて、使用量管理及び在庫管
理が適正ではない。   ヽ

[五島振興局建設都道路課、工島振興局上五島支所建設部建設課]

③ 融雪剤として使用する塩化カルシウムについて、在庫の必要数量の積算
根拠が明確でない。また、在庫の中には湿気等により固まって使用に支障
があるものが多数生じており、緊急時の対応体制及び在庫管理が不十分で
あるも            (    [壱 岐振興局建設部建設課]

④ 公用車について、法定点検整備が実施されていない。
[県央振興局建設都河港課、対馬振興局建設部対馬空港管理事務所]

(3) 契約

① 一般国道 207号他 18線道路清掃業務委託において、県所有の道路清掃草
の整備不良により、清掃業務が委託契約の計画どお りに実施されていない。

[県央振興局建設部道路第一課 ]

② 福江空港駐車場周辺緑地管理業務委託において(予定額の算出根拠が不明
確である。           E五 島振興局建設都福江空港管理事務所]

(4)物 品

無人航空機 .(ド ローン)の使用に当たり、「無人航空機運用方針 (試行)」

に基づいた対応が行われていない。

[王島振興局建設部管理・用地課、五島振興局上五島支所建設部管理・用

地課、姑馬振興局建設部河港課 ]

(5) 財産の管理

① 県央振興局が所管しているダム施設及び設備の不具合についてて適切な
対応がされていない。           [県 央振興局建設都河港課]

② 給水管の設置において、廃道敷部分の普通薄産の貸付が行われていない。
[五島振興局建設部管理・用地課]

③ 埋設海水送水管が横断する国道の占用許可並びに廃道敦部分の普通財産
´ 貸付が行われていない。       [五 島振興局建設部管理・用地課]

0 教育庁

(1)

①

予算の執行 ~  ~
公用車について、法定点検整備が実施されていない。

[大村城南高等学校]

② 運行開始前等に日常点検を実施する必要がある公用車について、必要な日
常点検が行われていない。            [大 村城南高等学校]

③ 特別支援学校教育就学奨励費に係るタブレット周辺機器の購入において、
施行伺を作成していない。            [鶴 南特別支援学校]
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(2)契 約

① 消防用設備等点検業務委託において、屋内消火栓設備及び防排煙制御設

備が不良との点検結果報告があつたにもかかわらず、対応がなされていな

ぃ。                        [北 松西高等学校]

② 自家用電気工作物保安管理業務委託において、予定額及び予定価格の積

算単価が改定されているにもかかわらず、前回施行伺時の単価をそのまま

採用 している。             [希 望が丘高等特別支援学校 ]

(3)
①

物品

購入実績 (消耗品等出納簿記載)があるものの毒物・劇物管理簿に記載が

ないものがある。

また、毒物・劇物については学期毎に点検することとなっているが、管理

簿に点検・確認記録が残されていない。       [島 原農業高等学校]

公用車の運転について、公用車等運転確認簿による所属長等の確認が行わ

れていない。                   [大 村城南高等学校]

飲料水冷却器の処分において、新たに飲料水冷却器を購入した業者にフ

ロン回収破壊処理及び産業廃棄物処理をさせている。

またヽ フロンを含む処分費を新規購入費に含めて、備品購入費で支出し
ている。                      [小 浜高等学校 ]

毒劇物の学期 ごとの定期検査が行われていない。また、劇物で使用され

ていない物が数多 く存在 し、使用の見込みがないまま保管 されている。

[小浜高等学校 ]

不用決定した物品について、法人の所有する施設内に残置しており、処分

方法を早急に検討すべきである。         [諌 早特別支援学校]

②

③

④

⑤

0 警察本部

(1) 予算の執行

① 舟艇用燃料単価契約において、指名委員会を開催せずに、入札参加業者の

選定、指名を行つている。              [新 上工島警察署]

② 舟艇用燃料単価契約において、契約保証金の額が不足 している。

[新上五島警察署]

③ 車両用燃料の単価契約において、指名委員会を開催せずに、入札参加業者

の選定、指名を行つている。        :    [佐 世保警察署]

(2)物 品

写真機外 7点の処分において、産業廃棄物 として関係法令に基づいた処理

が行われていない。                   [稲 佐警察署]
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第4 意 見

財務事務の執行に関して、執行機関等に姑し改善・検討などを促すことが必要 と

認められるものは、以下のとお りである。

(1)県有施設・設備等の維持管理について

本年度前期・後期の監査の結果、施設・設備の保守点検に係る業務委託において、

消防用設備やダムの電源設備や観測装置の故障や不調が報告 されているのにもかか

わらず、修繕等の対応がなされていない事例が散見された。

特に、近年(記録的な集中豪雨やそれに伴 う自然災害が頻発してお り、県民の生

命・財産を守る施設 。設備については速やかに紺処することが必要である。

修繕等には多額の費用を要するものもあり、経済性け効率性 。有効性を踏まえた計

画的な修繕・整備を行い、適切な維持管理を行うべきであるも

_                    〔河川課、港湾課、教育環境整備課〕

(2)予定価格が 3万円を超えない物品購入について

物品の購入については、長崎県財務規則第 106条 (見積書の徴取等)第 1項の

規定で 2者以上の見積書を徴取する必要があるが、その予定価格が 3万円を超えな

いものにあつては同条第 3項の規定により見積書の徴取を省略し、 1者へ発注でき

ることとされている。

今回、物品購入伺簿を確認 したところ、一部の所属において 3万円を若干下回る

予定価格で、イ同一日若 しくは近接 した日に、同下業者へ発注 している事例が目立ぅ

た。安易に 1者発注を行 うことは、競争性・透明性を損なうおそれがある。
ついてはt調達物品の購入数量・時期を適切に把握し、計画的な発注に努めること

や、反復的に調達が必要となる物品については、単価契約を行 うなど各所属におけ

る工夫を促すとともに、経済性・効率性の観点からも物品調達に係る内部チェック

の強化に努めるよう指導の徹底を図るべきである。    |
〔会計課、教育環境整備課〕

(3)「ながさき収穫感謝祭」にかかる負担金の支出について

増産地消や食育の推進などを図るため、県下各地域で開催 されてぃる「ながさき

収穫感謝祭」においては、農業協同組合や商工会等を構成員とする実行委員会に各

振興局が参加 し、負担金を支出している。

農山村姑策室が定めている当該祭にかかる事務取扱方針においては、負担金額に

ついて「予算の範囲内とし、50万円を上限とする」と規定しているところである。

平成 29年度、各振興局は負担金を支出することとなった経緯や負担金の算定根

拠を十分に理解 しないまま、各実行委員会ヘー様に50万円 (計 7件)を支出して

お り、また、必ずしも当初事業目標を達成できていないものもある。
ついては、負担金のあり方や、事業執行の方針について検討するべきである。

〔農山村対策室〕
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(別 紙 )

1 実地監査

監 査 委 員

演本磨毅穂
渡辺 敏勝

砺山 和仁

中島 浩介

演本磨毅穂
渡辺 敏勝

砺山 和仁
中島 浩介

濱本磨毅穂  渡辺 敏勝

損本磨毅穂
渡辺 敏勝

砺山 和仁
中島 浩介

渡本磨毅穂
渡辺 敏勝

砺山 和仁
中島 浩介

[総務部関係 ]

漬本磨毅穂

[福祉保健部関係]

演本磨毅穂  渡辺 敏勝

砺山 和仁  中島 浩介

砺山 和仁  中島 浩介

[産業労働部関係 ]

砺山 和仁  中島 浩介

[水産部関係 ]

砺山 和仁  渡辺 敏勝

[農林部関係 ]

砺山 和仁  中島 浩介

演本磨毅穂  渡辺 敏勝

[土本部関係 ]

漬本磨毅穂  中島 浩介

委員監査年月日

平成30年 12月 19日

平成30年■月15日

平成30年 11月 16日

平成30年■月5日

平成30年■月6日

平成30年 11月 9日

平成31年 1月 15日

平成31年 1月 22日

平成31年 1月 15日

平成31年 1月 22日

平成31年 1月 16日

平成31年 1月 15日

平成31年 1月 23日

平成31年 1月 16日

監 査 対 象 機 関

県央振興局

五島振興局

五島振興局上五島支所

奄岐振興局

対馬振興局

東京事務所

長崎こども 。女性・障害者支援センター

l空世保こども 。女性 。障害者支援センター

こども医療福祉センター

佐世保高等技術専門校

総合水産試験場

農林技術開発センター

肉用牛改良センター

石木ダム建設事務所
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謀早特別支援学校

希望が丘高等特別支援学校

鶴南特別支援学校

虹の原特別支援学校

佐世保特別支援学校

ろう学校

中五島高等学校

上工島高等学校

清峰高等学校

北松西高等学校

小浜高等学校

西彼杵高等学校

上対馬高等学校

猶興館高等学校

大村城南高等学校

島原農業高等学校

宇久高等学校

佐世保西高等学校

長崎明誠高等学校

長崎北陽台高等学校

[教育庁関係]

監 査 対 象 機 関

平成31年 1月 10日

平成31年二月15日

平成31年1月 15日

平成31年二月15口

平成31年二月22日

平成31年 1月 16日

平成30年■月16日

平成30年■月16日

平成31年 1月 22日

平成31年 1月 23日

平成31年 1月 10日

平成31年 1月 16日

平成30年 11月 5日

平成31年 1月 23日

平成31年 1月 15日

平成31年 1月 10日

平成31年 1月 23日

平成31年 1月 23日

平成31年 1月 16日

平成31年 1月 16日

委員監査年月日

砺山 和仁  渡辺 敏勝

砺山 和仁  中島 浩介

演本磨毅穂  渡辺 敏勝

砺山 「和仁  中島 浩介

演本磨毅穂  渡辺 敏勝

演本磨毅穂  中島 浩介

砺山 和仁  中島 浩介

損本磨双穂  渡辺 敏勝

演本磨親穂  渡辺 敏勝

砺山 和仁  中島 浩介

砺出 和仁  渡辺 敏勝

砺山 和仁  渡辺 敏勝

損本磨毅穂  中島 浩介

演本磨毅穂  渡辺 敏勝

砺山 和仁  中島 浩介

演本磨毅穂  中島 浩介

砺山 和仁  中島 浩介

砺山 和仁  中島 浩介

砺山 和仁  渡辺 敏勝

砺山 和仁  渡辺 敏勝

監 査 委 員
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監 査 委 員

[警察署関係]

演本磨毅穂  渡辺 敏勝

演本磨毅穂  渡辺 敏勝

砺山 和仁  渡辺 敏勝

演本磨毅穂  中島 浩介

損本磨毅穂  中島 浩介

演本磨毅穂  渡辺 敏勝

砺山 和仁  中島 浩介

砺山 和仁  渡辺 敏勝

委員監査年月 日

平成31年 1月 15日

平成31年 1月 15日

平成31年 1月 10日

平成31年 1月 10日

平成31年二月16日

平成31年 1月 23日

平成30年■月16日

平成30年 11月 5日

監 査 対 象 機 関

長崎警察署

稲佐警察署

雲仙警察署

南島原警察署

川棚警察署

平戸警察署

新上五島警察署

封馬北
右
警察署
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2書面監査

対馬歴史民俗資料館

長崎図書館

教育センター

埋蔵文化財センター

[教育庁関係]

農業大学校

[農林部関係 ]

長崎高等技術専門校

[産業労働部関係 ]

開成学園

[福祉保健都こども政策局関係 ]

上五島福祉事務所

東彼。北松福祉事務所

西彼福祉事務所

[福祉保健部関係 ]

計量検定所

川棚食肉衛生検査所

諌早食肉衛生検査所

[県民生活部関係 ]

消防学校

[危機管理監関係 ]

監 査 対 象 機 関

平成31年2月 15日

平成 31年2月 15日

平成31年 2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年 2月 15日

平成31年 2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年 2月 15日

平成31年2月 15日

委員監査年月日

演本磨毅穂

演本磨毅穂

演本磨毅穂

濱本磨毅穂

損本磨毅穂

漬本磨毅穂

損本磨毅穂

損本磨毅穂

損本磨毅穂

演本磨毅穂

演本磨毅穂

損本磨毅穂

渡本磨毅穂

演本磨毅穂

監 査 委 員
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監 査 委 員

演本磨毅穂

損本磨毅穂

濱本磨毅穂

損本磨毅穂

損本磨毅穂

演本磨毅穂

演本磨毅穂

演本磨毅穂

演本磨毅穂

演本磨毅穂

損本磨毅穂

濱本磨毅穂

演本磨親穂

演本磨毅穂

演本磨毅穂

渡本磨毅穂

漬本磨毅穂

演本磨毅穂

演本磨毅穂

演本磨毅穂

演本磨毅穂

演本磨毅穂

委員監査年月日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成91年2月 15日

平成31年2月 15日

監 査 対 象 機 関

長崎東中学校

佐世保北中学校

諌早高等学校附属中学校

長崎東高等学校

長崎西高等学校

長崎南高等学校

長崎北高等学校

長崎工業高等学校・定時制

長崎鶴洋高等学校

鳴滝高等学校定時制 。通信制

佐世保南高等学校

佐世保北高等学校

佐世保工業高等学校・定時制

鹿町工業高等学校

佐世保商業高等学校

佐世保東翔高等学校

佐世保中央高等学校定時制 。通信制

島原高等学校・定時制

島原工業高等学校

島原商業高等学校

諌早高等学校 ,定時制

西陵高等学校
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川棚高等学校

島原翔南高等学校

口加高等学校

国見高等学校

西彼農業高等学校

大崎高等学校

五島海陽高等学校

奈留高等学校

五島南高等学校

五島高等学校 !定時制

壱岐商業高等学校

壱岐高等学校

豊玉高等学校

対馬高等学校

松浦高等学校

平戸高等学校

北松農業高等学校

大村工業高等学校

大村高等学校 1定時制

諌早商業高等学校

諌早農業高等学校

諌早東高等学校

監 査 対 象 機 関

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 16目

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年 2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年 2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

委員監査年月日

損本磨毅穂

演本磨毅穂

演本磨毅穂

演本磨毅穂

演本磨毅穂

演本磨毅穂

損本磨毅穂

慣本磨毅穂

槙本磨毅穂

濱本磨毅穂

漬本磨毅穂

損本磨毅穂

損本磨毅穂

演本磨毅穂

演本磨毅穂

渡本磨毅穂

損本磨毅穂

損本磨毅穂

演本磨毅穂

損本磨毅穂

濱本磨毅穂

濱本磨毅穂

監 査 委 員
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監 査 委 員

濱本磨毅穂

渡本磨毅穂

損本磨毅穂

槙本磨毅穂

損本磨毅穂

損本磨毅穂

損本磨毅穂

演本磨毅穂

[警察署関係]

損本磨毅穂

演本磨毅穂

損本磨毅穂

損本磨毅穂

損本磨毅穂

演本磨毅穂

損本磨毅穂

損本磨毅穂

演本磨毅穂

演本磨毅穂

演本磨毅穂

演本磨毅穂

演本磨毅穂

損本磨毅穂

委員監査年月 日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

平成31年2月 15日

監 査 対 象 機 関

波佐見高等学校

盲学校

島原特別支援学校

川棚特別支援学校

長崎特別支援学校

諌早東特別支援学校

大村特別支援学校

桜が丘特別支援学校

大浦警察署

浦上右
警察署

時津警察署

西海有
警察署

島原警察署

大村警察署

早岐警察署

佐世保警察署

相浦警察署

江迎警察署

松浦警察署

五島警察署

奄岐警察署

対馬南警察署
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平成 30年度

財政援助団体等監査

監 査
・
結 果

長崎県監査委員
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平成 30年 度 財政援助 団体等監査  監 査結 果

第 1 監 査の概 要

地方 自治 法第 199条 第 _7項 の規 定 に基づ き、平成 30年度財政援助団体等

監査 を平成 30年 8月 22日 か ら平成 31年 2月 15日 までの期 間において、原

員ことして平成 29年 度 を対象 として 34団 体 につ いて実施 した。

監査対象 団体 、監査年 月 日、財 政援助等 の内容 及び監査 にあたつた監

査委員 は、別紙 の とお りで ある。

第 2

1

監査の結 果 .

総  括

監査 の結 果 、是 正、改善 また は検討 を要す る事項 が認 め られ たので、

該 当 した団体 についての適七刃な指導 を主務課 に求 め る とともに、主務課

に対す るものにつ いて は直接是正等 を求 めた。

2 指摘 事 項 等 件 教

合  計

件 数

74

11

85

団体数

23

6

意  見

件 教

9

0

9

団体数

9

0

指 導 事 項

件 数

40

7

47

団体数

17

5

指 摘 事 項

件 教

25

4

29

団体数

1 3

4

区  分

団体に対するもの

主務繰に対するもの

合   計

※ 1

※ 2

合計欄の団体数にういては、重複分を除いている。

監査結果は、次の区分により取 り扱 う。

(1)指摘事項 ① 法令、条例又は通達等に違反 しているもの

② 機関の意思決定が適切になされていないもの

, ③ 収入確保に適切な措置を要するもの

④ 予算を目的外に支出 しているもの

⑤ 不必要な予算執行 をしているもの又は損害を

生 じているもの  .

③ 経済性 。効率性、有効性の観点から改善を要す

るもの

○ 前日、指摘事項又は指導事項 とした事項の う

ち、是正・改善 されていないもの

③ その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適

当であると認められるもの

― と一
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(2)指 導 事 項 指摘事項 の項 目に該 当す るものの うち、軽 易

と認 め られ るもの

(3)意 見 ① 執行機関等に較善 つ検討などを促 し、又は注

意を喚起することが必要 と認められるもの

② 県の組織及び運営の合理化を図るため、特に

措置を要すると認められるもの

3 指摘事項及び意見

(1)長 崎 県公立大学法人

指摘事工買

ア 現金 出納簿 について (シ ーボル ト校 )

証 明書発行 手数料 を郵便為替 によ り受領す る場合 に、受領 日では

なく、数日分をまとめて現金出納簿に記載 している。

適正に記載する°こと。

イ 授業料 に係 る振込手教料等の負担 に了つい て (シ ー ボル ト校 )

授 業料 の負担 が ない交換 留学 生 と授 業料 を負担 す べ き私 費留 学

生 の区分 を譲 ってい るものがある。

また、それ に よ り、当年度末で未納 とな っていた雷学生 に係 る授

業料 の振 込に際 して、必要 な決裁 を受 けるこ とな く、振込手数料等

を当法人 が負担 してとヽ る。

適正 な手続 きを行 うこと。

ウ 契約事務 について (佐世保校 )

当法人契約 事務 取扱規程 に、予定価格 が 250万 円以上 の場合 は競

争ネ札 に付 し予定価格調 書 を作成す るとされ、また、契約金額が250

万 円以上 の場合 は契約 書 を作成す る と規定 され てい る。

しか しなが ら、予定価格及び契約金額 を消費税抜 きで判 断 したた

め、 これ らの手続 きがな されていない ものがある。

適正 な事務処理 を行 うこ と。

(2)学 校 法 人  玉 本 学 園

指摘 事 項

ア 領 収 書 につ いて

授 業料 等 に係 る領 収 書 につ いて 、連続 番 号 が 付 され て い ない。

-2-
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現金 に係 る事故 を防止す るた め、事 蘭 に領 収書 に番号 を付 した

上で使 用す る こ と。

(3)学 校 法 人 鶴鳴学園

指摘事項

ア 補助金 の過 大交付 につ いて (幼 稚 園 )

長崎 県私立学校教育振興驚補 助金 (う ち幼稚 園毅諭 の処遇改善カロ

算 分 )と して 、補 H力 対 象 基 準 額 749,000円 の 2分 の 1の 額で あ る

374,000円 の交付 を受 けてい る。

しか しなが ら、補助対象 とな る支給 実績額 は409,000円 であ り、こ

の額 の 2分 の との額 で あ る200,000円 が正 当な補助 金額 となるた め、

差額 の 174,000円 につ いて県 に返還す るこ とa

指摘事 項 (対 象 :こ ども未来課 )

ア 補 助金 の過 大交付 について (幼 稚園 )

長崎 県私立学校教育振興費補助金 (う ち
Υ
ttЙ 権 園教諭 の処遇改善力世

算 分 )と して 、補 助 対 象 基 準 額 749,000円 の 2分 の 1の 額で あ る

374,000円 を交付 してい る。

しか しなが ら、補助 封象 とな る支給実績額 は4003000円 であ り、こ

の額 の 2分 の 1の 額 で あ る200,o00円 が正 当な補助金額 となるた め、

差額 の 174,000円 にうい て、法人 に返還 を求 めるこ と。

(4)学 校法 人 西海学園

指摘事項

ア 現金 出納簿 について

幼稚園における保育料等の現金収入について、銀行へ預け入れす

るまでの間は、金庫に保管しているが、現金出納簿に記載していな

い 。

現金事故 を防止す る観 点 か ら、現金 出納 簿 を整備す ること。

(5)公 益 財 国法 人  な が さ き地 域 政 策研 究 所

指 摘 事 項

ア  自主事 業 に つ い て

当法 人 の 自主事 業 と して 「な が さき め ぐ りあ い事 業 」 を実施 して

いるが、次のとおり是正すべき点があるので、適正な会計染理を行

-3-
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うこと。

(ア)参加 手数料振込 口座 の簿外管理 について

自主事業で実施 され る各種 イベ ン トについては、それ ぞれ の主

催者 が参加者 か ら参加手数料 を徴収 して、そ の都度、 当法人 の 口

座へ振 り込んでい るが、同 目座 は簿外管理 となってお り、同 口座

に振 り込 まれ た参加料 をま とめて 当法人管理 の別 の 口座 に振 り

替 えた段卜
'自

ヒで当法人 の収益 として取 り扱 つてい る。

そのため、各主催者か らの振込時期 と当法人の 収益計上時期 が

異 なつてお り、また、当年度末 までに振 り込 まれ た参加 手数料 の

一部 が未収金 として取 り扱 われ てい る。

(イ )参加 手数 料 振 込 目座 め希ll息 につ い て

参加 手数 料 が振 り込 まれ て い る 口座 に係 る董年 度 末 ま での利 息

が雑 収 益 と して計 上 され て い ない。

(ウ )自 主 事 業 収益 の計 上額 につ い て

当法 人 の 自主事 業 収 益 が 、県 へ の報 告人数 を元 に算 定 した 参加

手数 料 よ りも47,971円 少 な く計 上 され てい る。

イ 長 崎 県婚活 サ ポー トセ ンタ奉事 業 に係 る会長 登録費 用 入金専 用

口座 の簿外管理について

長 崎県 か らの受託事業 で あ る長 嬌 県婚活 サ ポー トセ ン ター事 業

において、会員登録費用 の徴収 を行 い、四半期 ごとに県へ納付 して

い るが、その入金専用 園座が簿外管理 となってお り、それ らが 当法

人 の会計外で行 われてい る。

簿外管理 を見直 し、預 り金な どに よる当法人 の会計処理 を行 うこ

と。

ウ 契約事務 について

冊子印刷 業務 につ いて、支 出額 が 100万 円を超 えてい る にもかか

わ らず 、随意契約 としてお り、また、契約書の作成 を省 略 してい る

が、その理 由について、当法人の財務規程 上の根拠等が施行伺 に明

記 され ていないっ

適正 な事務処理 を行 うこと。

一 五 一
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(6)公 益財 国法 人 雲仙岳災害記 念財 回

指摘事項

ァ  ジニ ュー アルエ事 関係 に係 る入札 につ いて

長崎 県財務規則 を準用 して行 われ た 「雲仙 岳災害記念館 における

展示施設更新 工事 (建 築工事・設備 工事 )の 工事監理業務 」の入札

について、代表者 印が才甲印 され てい なか つた入札書 を無効処理 して

ヤヽ え鶯い 。

適正 な事務 処理 を行 うこ と。

意   見

ア 施設 の利 用状況 について (雲仙 岳災害記念館 )

当年度 の有料入館者 は 目標 84,000人 に対 し 67,084人 (対 計画比

79,9%)、 無料入館者 は 目標 21,000人 に紺 し 20,509人 (対 計画比

97。 70/c)と な り、いずれ も 目標 を下 回 る結果 となってい る。

しか しなが ら、当年度末 に行 な った大規模 ジニ ューアル エ事に よ

り、平成 30年 度 は有料入館者数 、無料入館者数 ともに急増 し、12月

末現在 で、年 間 目標 を既 に達成 している。

当該 ジニ ュエアルの効果 が一時的 な もの とな らない よ う、今後 と

も引 き続 き、和J用 促進 に向け積極 的 に敢 り組 むべ きである。

(単位 :人

平成29年度

84.000

671084

79,9

87お

211000

20,509

97.7

87.8

105.000

87.593

83,4

87.4

平成23年度

100,000

761830

7e.9

80,7

23.000

23,357

101.6

105.9

1231000

100,287

31.5

85.5

平成27年度

115.000

95,236

82.8

22.100

22,058

99.8

137,100

117.294

85.6

区  分

自  標

実  績

対計画比

対前年比

目  標

実  績

対計画比

夕↓前年とし

目  標

実  絞

対計画比

針前年比

有料入館者

無料入館者

合  計

(7)株 式会社  乃村工藝社

指摘事 項

ア 収蔵 資料 の管理 につ いて (長 崎歴 史文化博物館 )

徳年度計 画 的に行 うてい る収蔵 資料 の点検 において、当年度の点

検 を行 つた収蔵資料 の うち 3点 が所 定の収蔵 場所 に ない こ とが確認

され てい る。

所在 が不 明 とな つた所蔵資料の発 見に努 める とともに、再発防止

のために収蔵 資料 の適正 な保 存管理 に努 め るこ と。

-5-
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イ 基本 協 定書 の別紙 につ いて (長 崎 歴 史文 化博 物館 )

基本 協 定書 に添付 され てい る利 用 料金 を定 め た別 紙 につ い て 、本

文 に記 載 され て い ない。

ま た 、別 紙 の番 号 が本 文 の記 載 内容 と異 な つ て い る もの が あ る。

本 文 の記 載 内容 と別 紙 を整 合 させ る こ と。

ウ 資料熟覧等 の使用料 について (長 崎歴 史文化博物館 )

収蔵資料の熟覧等 に係 る使用料 について、県及 び長崎 市 の担 当者

との協議 によ り了承 を受 けた うえで、商業用 に使 用す る場合 の料金

額 を決定 してい るが、基本協定書 に規定す る知 事へ の承認 申請 を行

なってい ない。

適正 な事務処理 を行 うこ と。

意  見

ア 施設 の利用状況 について (長 崎近代交流史 と孫文 。梅屋庄吉 ミュ

ー ジアム )

送法人 は、ホー ムペー ジや県、市 の広報媒体等 を活用 した PRの
ほか、他 の施設 と連携 した相互害じ引、市内各種 イベ ン トヘ のブー不

出展、県民無料 開放 日の設 定及び認知度 向上のための 1階 ホール で

のイベ ン ト開催 な ど様 々な取 り組 み を行 い利 月]促進 に努 めてい る。

しか しなが ら、利用者数 は、平成 28年 4月 に発生 した熊本地震 の

影響 によ り(団 体 ツアー客や修 学旅行 のキャンセル が相次 ぎ、平成

27年 度 に 13,057人 であ つた ものが、平成 28年 度 には 7,747人 と大幅

に減少 しッ、さらに当年度 は 7,047人 とな り、目標 の 13,000人 を大幅 に

下回 らてぃる。

今後 とも、団体客誘 致のための営業活動の強化や施設 の知名度 ア

ンプのた めの活動 を強化す る とともに、魅 力 あ る事 業 を展 開 して、

よ リー層 の集 客封策 に努 めるべ きである。

O の推移 (単位 :人、。ノ6)

-6-
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目標達成率

実績 利用者数

目標 利用者 数

区   分

104.5

13,957

12,500

平成27年度

47.0

7,747

16,50(J

平成28年度

54.2

7,047

13,000

平成 29年度



指摘事項 (対 象 :文 化振興課 )

テ 基本協定書 の別紙 について (長崎歴 史文化博物館 )

基本 協 定書 に添 付 され てい る利 用 料 金 を定 めた別 紙 について本

文 に記載 され てい ない。

また、別紙 の番 号 が本文 の記 載 内容 と異 な つて い る ものがある。

本文 の記 載 内容 と別紙 を整 合 させ る こ とc

(3)公 益財国法 人 長崎 県国際交流協会

意  見

ア 経 営状況 について

当年度 の正味財 産増減計算 書 では、経 常収益が 45,126千 円、経常

費用が49,179千 円で、当期経常増減額 は4,053千 円の赤字 となって

い る。経 常外 収益及 び経 常外費用 はな く、当期一般 正味財産増減額

も同額 の赤字 となつてい る。

なお 、事業 の積 立資産等 が25,866千 円あるが、一部取 り崩 して事

業 を実施 してい るた め、毎年減少 し続 けてい る。

事業 の あ り方 を検討 し収益 の確.保 に努 め る とともに、収支相償

を確保 しなが ら収支改善 に努 め るべ きで ある。

O正昧財産増減計算書 (単位:千日)

※端数処理(四捨五入)の関係上、合計と内訳が一致しないものがある。
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(9)公 益財 国法 人 県民ボランテ ィア振興基金

指摘事項

ア 共通経費の配賦 について             「

公益 目的事業会計 と法人会計間の共通経費の配賦 につ いて、次 の

とお り是正すべ き点があるので、適正な処理 を行 うこ と。

(ア)人件 費 の配賦 について

人件費 の配賦害1合 の算定において、各業務 の従事割合 を譲 って

計算 してい る。

また、配賦害ど合算定の基礎 とな る各業務 の従事時間数 について、

公 益 法 人認 定 時 の数値 を検証 す るこ とな くそ のまま使 用 してい

る。

(イ)人件 費以外 の経 費の配賦 につ いて

公益 目的事 業会 計及び法人 会 計 の 両方 で使 用 して い るパ ソコ

ン関係 経 費 につ い て、金額 を公益 目的事業会 計 で計上 してい る。

また、広告宣伝費だついて公益 目的事業会計 7:法人会計 3で

按分して配賦 しているが、そめ算定根拠が不静
~月

である。

(10)一 般財 団法 人 長崎県浄化稽協会

意  見

ア 検査率等 について

法定検 査 の検査率 について、平成 28年度 の99.4%に 対 し、当年度

は95,0%で あ り、前年度比で4.4ポ イン ト低 下 してい る。

このた め、既 に、人員不足の解 消や検査事務 所 の管轄 区域 の見直

しに よ り検 査効 率 を高 め るな どの取 り組 み を行 つて い る ところで

あるが、全数 検査 の達成 に向け、引き続 き努 めるべ きであ る。

併せ て、今後 、検査員 の定年等 の退職 が続 くこ とが考 え られ るた

め、大幅 な欠員 が出ない よ うな採 用計画 を立て るべ きであ る。

また、受検 拒否者 対策 につ いては、行取 (県 、長崎市 、佐 世保市 )

との連携 を密 に し、解 消 に努 め る必要が ある。

-8-
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模査軍 (B/A)

横査対象基数 (A)

検査対象外基数
(休上、廃止未届等)
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62,240
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O受検拒否発生件数
281

141

187

平 成 27年度

平成28年度

平成29年度

(11)― 般社 図法 人 佐世保市 医師会

指摘事項

ア 各種証 厨月書発行 に係 る会計処理 につ いて

当法人 の会計処理 規程 に、「収納 した金銭 は、ただ ちに金融機関に

預 け入れ な けれ ばな らない」 と規 定 され てい る。

しか しなが ら、在 学証 明書、成績 証 明書等 の発行 手数料 について、

年度 中 4回 にま とめて預金 に入金 し、収入処理 してい る。

さらに、平成 38年 3月 28日 に看議科 で発行 した証現書 の発行手数

料 につ いて、平成 30年 度 の収入 と して 5月 2日 に入金処理 している。

適正 な会計処理 を行 うこ と。

(12)長 崎県中小企業団体 中央会

指摘事項 (対 象 :産 業政策課 )

ア 補口力金 に係 る経 費 の流用範 囲について

長 崎 県 中小 企 業 連携 組織 対策 事 業 補 助 金 に係 る経費 の流用 につ

いて、長崎 県 中小企 業団体 中央会 は平成 27年 3月 に県へ問い合わせ

て以来 、当補助金 の基礎事業 の うち、扶養 手 当 t住居手 当及び超過

勤務手 当の 3手 当間のみ流用で きる と整理 してお り、当年度 も同様

の考 え方で実績報告 を行つた結果、351,009円 補助金を返還 している。

しか しなが ら要綱 上 、流 用範 囲が 8手 当に限定 され た ものではな

い こ とか ら、 3手 当以外 に も流 用 していた とすれ ば返還 の必要がな

かった もの と考 え られ る。

流用 できる範 囲 を整理 し明確 にす るとともに、団体に 対 し、周知

徹底 を図 る こ と。

(13)謙 早商工会議所

指摘事項

ア 体 日勤務 手 当の支給 につ いて

土曜 日に確 定 申告 の指導等 の業務 に従事 した職員 に対 して、

申告休 日勤務手 当 として、一律 に 1万 円を支給 してい る。

関係 法令等 に照 ら し、適 正に支給す るこ と。

… 9-
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イ 会議 出席 時の時間外 勤務手 当の支給 につ いて

夜間、外部 で開催 され る会議 に職員が 出席す る際 に、定額で 1時

間当た り 2千 円の時間外勤務手 当を支給 してい る。

関係 法令等 に照 らし、適正 に支給す ること。

(14)公 益社 団法人 長崎 県林業公社

指摘事項

ア 契約事務 について

契約事務 について、次 の とお り是正すべ き点があるので、適 正 な

事務処理 を行 うこと。

(ア)公社造林請負契約書 について

公社造林請負契約書 について、入本礫額 に係 る消費税 の算定 を聞

違 ってい るため、請負金額 を誤 ってい るものがある。

(イ)売買契約書 につ いて

立本 の売買姜哭約 において、契約保証金 の納入、売払代金の入金

日及び物件 の引渡 し用について、契約書 に記載 され た内容 の とお

りに実施 され ていない ものがある。

意  見

ア 経営状況 について

当年 度 の正 味財 産増 減 計算 書 では、経 常増減 額 が 88,172千 円の

黒宇 、経常外増減額が 143,494千 円の赤字であ り、一般正 味財産増減

額 は 60ュ 322千 円の赤字 となってい る。

この結果 、当年度 の一般 正味財産期末残 高 は△ 165,353千 円 とな

つてい る。

当法人は、海外輸 出やバ イオマス材等未利用材 の販 売 な どに よ り

収益 の確保 を図つてい る ところであ るが、今後 とも、平成 29年 2月

に策定 した第 7次 経営計画 を推進 し、さらな る安定的な伐採収入 の

確保 に努 め るべ きであ る。           /

一 10-
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(15)一 般社 団法 人 長崎 県林 業 コンサル タ ン ト

意   見

ア 施設 の利用状況 について (長 崎県民 の森 )

当年度 において は、本 正教室 な ど従来 か らのイベ ン ト開催 に加 え、

フェイ スブ ックペ ー ジの 開設 や ラジオ スポ ッ ト広 告 な どに よる情

報発信 を行 うとともに、ボル ダ ヅング施設や ア リー Wi―Fi設備 の設

置 に よる利 用者 の利 便 性 の 向上 に努 め るな ど施 設 の利 用促進 を図

ってい る。

しか しなが ら、当年度 の来園者数 は、天侯 の影響等 に よ り前年度

よ りも減少 してお り、 目標 来園者数 も達成 していない。

今後 とも(効果 的 な情報発信や利 用者 のニー ズを反映 した施設運

営 を行 い、 さ らに利 用促 進 に努 めるべ きである。
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(16)長崎県道路公社

指摘事項

ア 決裁権 限につ いて

西海 パール ライ ン有料道 路及 び なが さき女神 大橋 道 路 回数 通行

券等印刷 (第 4回 )の発注 (契 約額 2;434千 円)に係 る伺 いについ

て、常務理事 までの決裁 とすべ きところ、総務部長 までの決裁 とな

つてい る。

適正な事務処理 を行 うこと。

イ 契約変更 につ いて

,It平 有料道路維持改 良工事 について、多契約変更停 いの決裁 日以前

の 日付で契約変 更 申込 を行 い、契約変更爺 書 の 日付 も同 日となつて

い る。                     
′

適正 な事務処理 を行 うこ と。

意  見

ア 経営状況 について

当法人が現在 、管理運 営 している 4路線 の うち、当年度 の通 行台

数 においてゝ計画台数 を上回つている路線 は 2路線 のみで あ り、残

りの 2路線 は計画台数 を下回つていると

また、収支状況では、当年度 において t計画以上 に償選準備金 を

繰 り入れ てい る路線 は 3路線であ り、 1路線 は計画 を下回つてい る。

今後、施設 の長寿命化紺策等 による費用 の増加 も懸念 され るので、

引き続 き経営改 善に努 め るべ きである。

O とと( )  (単 位 : )
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(17)公 益財団法人 長 崎 県育英会

指摘事項

ア 奨学金返還 に係 る滞納 につ いて

当法人 は、奨学金返 還 に係 る滞納 につ いては、延 滞初期 での振替

不能通知送付 、督促 、東京簡易裁判所所 管 の督促 手続オ ンライ ンシ

ステ ム の活 用 、債 権 回収会 社 へ の委託 、延 滞金 徴 収 等 の予告 な ど

様 々な方法 に よ り回収 に取 り組 んでい る。

しか しなが ら、近年滞納額 が増 える傾 向 にあ り、当年度末の滞納

額 は 166,044千 円 となってい る こ とか ら、新 た な滞納 の発 生防止 に

努 める とともに、引 き続 き滞納 の解 消 に取 り組む こ と。

意   見

ア 経営状況 につ いて

当年度 の正味財産増減 計算書 では、一般 正味財産増減 の部におい

て、経 常増減額 が8,297千 円の赤字 で、一般 正味財 産増減額 も同額 の

赤字 となつてお り、前年 度 に比べ 8,012千 円赤字額 が増 えている。

当法 人 の一般正味財産 の 当期末 の残 高 は 37,980千 円であるが、こ

のままの状況が続 くと数年で費消 して しま うおそれがあるため、資

産の運用方法等について検討 し、安定 した財源の確保を図るべきで

ある。

O正味財産増減計算書
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( 18)西 彼青年の家施設運営協会

意  見

ア 施設 の利用状況 について (長 崎県立西彼青年 の家 )

当法人 は、県・市の広報誌 への掲載 、フェイ スブ ジクの開設な ど

広報 。PR活 動 を行 なつてい る。

また、ダイ レタ トメール送付 に よる リピー ター確保や地域 に出向

き出前講座 を行 うな ど、利用促進 に も努 めてい る。      ,
しか しなが ら、当年度 の施設 の利用者数 は、少子化 の影響な どに

よ り、 目標利用者数 を達成す るこ とがで きず 、前年度 と比べて も減

少 してい るも

今後 とも、 PR活 動やモニ タ ヅングを継続 し、利用者 のニーズ に

あつた施設 の禾ビ用促進 に努 めるべ きであ る。

(単位 :人、%)

(19)長 崎 ダイヤモ ン ドス タッフ株式会社

指摘事項 (対 象 :体 育保健課 )

ア 施設利用者数 の 目標値設定 について

長崎県立総合体育館 、長崎県営野球場及 び長崎県小江原射撃場 の

a施設 に係 る利用者数 の 目標値設定に関し て、指定管理者 と意思疎

通 を図っていなか ったため、県所 管譲 と指 定管理者 とで別 々の 目標

値 を設 定 してい る (3施設合計の 目標値 :県 所管譲 501,310人 、指 定

管理者 440,000人 )。

目標値 の設定 に当たっては、事前 に指定管理者 と調整・協議 を行

うこ と。              |
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4 指導事項

※ 合計欄の団体数については、重複分を除いている。
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3

と

1
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項 目

会  計 ‐ 処  理

孝f竜 助 金

事 務 処 理

規 程 等 の 整 備

契 約

未 収 金

物 品 等 管 理

合    計

補 助 金

契 約

指 定 管 理 業 務

物  品  等 6管  理

合    計

団

体

主

務

課



学校法人
″兵浦学目

学校法人
長崎女子商業学園

学校法人
玉木学園

長崎県公立大学法人

監査対象団体

平成30年 3月 23ロ

再三成30年 8月 24ロ

平成30年 8月 22日

平厩30年 10月 15

日,16日 ,18ロ

平成31年 1月 23日

職員実地監査ロ

委員実地監査日

交付金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

交付金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

交付金

‐
補助金

補助金

補助宝

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

交付金

出 資

財援区分

長崎県私立高等学校等就学支援金事務賢交付金

長崎県私立高等学校離島高校圭修学支援費補助金

魅力ある私立学校づくり支援事業補助金

長崎県不A立高等学校職場見学会実施事業補助金

長崎県私立高等学校県内就職推進事業費補助金

長崎県私立高等学校生徒通学費補助金

長崎県私立学校授業料軽滅臨時補助金

長崎県私立高等学校授業料軽減補助金

長崎県私立学校生徒指導充実推進費補助金

長崎県私立学校教育振興費補助金(高等学校)

長崎県私立高等諄校等就学支援金事務費交付金

魅力ある私立学校づくり支援事業補助金

長崎県私立高等学校授業料軽滅補助金

長崎県私立学校生徒指導充実推進費補助金

長崎県私立学校教育振興費補助金(高等学校)

罠崎県地域医療介護総合確保基金事業補助金
(着護師等学校養成所県内就業促進事業)

長崎県私立高等学校等就学支援金事務費交付金

長時県私立中撃扶等修学支援実記事業費補助金

魅力ある私立学校づくり支援事業補助金

長崎県私立高等学校県内就職推進事業費補助金

長J時県私立専修学校経常費補助金

長崎県私立高等学校生徒通学費補助全

長崎県私立学校授業料軽減臨時補助金

長崎県私立高等学校授業料軽減補助金

長崎県私立学校生徒指導充実;住進費補助金

長崎県私立学校教育振興費補助金(中学校 )

長崎県私立学校教育振興費補助金(高等学校Ⅲ

県立大学実践的教育推進事業費補助金

長崎県公立大学法人施設整備事業費補助金

長崎県公立大学法人運営費交付金

出資率 100%

監査対象となつた財政援助等の内容

923,lSO円

720,000門

1,054,000F守

250,000円

2,500,000円

38,400阿

155,650日

16,954,150円

313.500円

294,235,000円

921,200口

4691000円

4ヽ1557,475円

500000円

212.587,000円

647,000日

615,600円

300=000円

998=000円

11828,000円

1,178,100円

44,600円

591400円

14,010,225円

500p00円

14,141p00円

174:8211000円

62.145p00円

62,016β 13円

可,63419711000円

15,566.5SG、 10o円

金額

漬本磨毅穂
砺山 和仁
渡辺 敏勝
中島 浩介

監査委員

(別紙 )

呵 総務部関係

平成30年度財政援助団体等監査の実施状況

-16-
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監査委員金額

1551125,000円

600,000円

41755,150円

55,350円

386,000円

657.200円

21,6501000円

て,286,000円

3141000円

lSl,S13p∞円

5001000円

3,976,000円

4181800円

1,886=000円

628,400円

414,000円

171,∞0円

2津99や 00円

監査対象となつた財政援助等の内容

長崎県私立学校教育振興費補助金(高等学校)

長崎県私立学校生徒指導充実推進費補助金

長崎県私立高等学校摂業料軽減補助金

長崎県私立学校授業料軽減臨時補助金

魅力ある私立学校づくり支援事業補助金

長崎県私立高等学校等就学支援金事務費交付金

長崎県私立学校教育振興費補助金(幼稚園)

長崎県私立幼稚園預かり保育推進事業費補助金

ながさき森林環境保全事業補助金

長崎県私立学校教育振興費補助金(高等学校)

長崎県私立学校生徒指導充実推進費補助金

長崎県私立高等学校授業料軽減補助金

長崎県私立高等学校生徒通学費補助金

長崎県私立高等学校県内就職推進事業費補助金

長崎県私立高等学校等就学支援金事務費交付金

長崎県私立学校教育振興費補助金 (幼稚園)

長崎県私立幼稚園子育て支援活動推進事業費補助金

長崎県私立幼稚園耐i震補強工事費補助金

財援区分

補助金

補助金

補助金

補助金

″l営助金

交付金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

交付金

補助金

補助金

補助金

乳実地監査日

1員実地監査日

平成30年 9月 18日

平成30年 9月 20ロ

壽
監査対象団体

学校法人
鶴鳴学園

学校法人
西海学園

2企画振興都関係

監査委員

砺山 好口仁
中島 浩介

漬本磨毅穂
中島 浩介

渡本磨毅穂
中島 浩介

金額

558,368,965円

0円

131,360,618F弓

59,999,000円

64,883.000R

226,0001000円

2,190,000用

3SO,000円

監査対象となった財政援助等の内容

出資率 78.0%

雲仙岳災害記念館の指定管理業務

長崎県航空機購入費補助金(運航費関係)

長崎県離島航空路線確保対策補助金(安全整備関係)

長崎県離島航空と書線確保対策補助金
(利用率保証関係)

離島航空路監,阜収益改善対策事業費補助金

長崎県営空港保安施設撥査業務補助金(壱岐空港)

長崎県管空港検査機器設置事業補助金 (壱 岐空港)

財援区分

出 資

r口 柱 Hを

補助金

委員実地監査日

職員実地監査日

平成30年 12月 21日

平成30年 9月 3日

平成31年 1月 10日

平成30年 10月 3口

平成31年 1月 lG口

平成30年 10月 22日

監査対象団体

公益財団法人 ながさ
き地域政策研究所

公益財団法人
雲仙岳災害記念財回

オリエンタルエアブリッ
ジ株式会社

-17-
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3文化観光国際部関係

4県民生活部関係

5環境部関係

6福祉保健部関係

公益財団法人
長崎県国際交流協会

株式会社
乃村工藝社

監査対象団体

平成30年9月 7日

平成80年 12月 21日

平成30年 12月 2ヽ 日

平成30年鷺0月 29
日,30日

職員実地監査日

委員実地監査日

補助金

出 資

指定管理

財援区分

東アジア相互交流促進事業補助金

長崎県国際交流県民参加促進事業補助全

公益財団法人長崎県目際交流協会事業費補助全

海外県大会運営費補助金

出資率 つ:.1%

長崎歴史文化博物館及び長崎近代交流史と
孫文・梅屋庄吉ミュ=ジアムの指定管建業務

監査対象となった財政援助等の内蓉

430,000円

700,936円

12,21α000円

1,990,000円

767,3301000円

366=898,892円

金額

渡本磨毅穂
渡辺 敏勝

渡本磨毅穂
渡辺 敏勝

監蒼委員

公益財団法人
長崎県生活衛生営業
指導センター

公益財団法人
県民ボランティア振興
基金

監査対象団体

平成30年 9月 5日

平成30年 9月 14日

平成30年 12月 21日

職員実地監査日

委員実地監査日

補助金 ・振興指導補助金

出 資 出資率 可∞,`

監査対象となった財政援助等の内容

22,294,150円

1001000,000円

金額

砺山 和仁
中島 浩介

監査委員

株式会社
丸勝興産

=般財団法人
長崎県浄化槽協会

監査対象団体

平成80年■月28ロ

平成30年 9月 12日

平成30年 12月 21日

日

指定管理

出 資

財援区分

大浜園地休憩施設の指定管理業務

出資率 43_4%

監査対象となった財政援助等の内容

0阿

15,000,000円

金額

砺山 和仁
中島 浩介

監査委員

長崎県障害者社会参
加推進センター「

医療法人 恵会

一般社団法人
佐世保市医師会

監査対象団体

平成30年3月 29日

平成30年 8月 27園

平成30年 9月 14日

職長実地監査ロ

委員実地監査口

補助金

補助金

補助釜

財接区分

長崎県障害者芸術祭開催事業費補助金

長崎県障害者糧套参加推進センター運営費補助金

長崎県地域医療介護総合確保基金事業補助
金 (病院内保育所運営事業)

長崎県地域医療介蓋総合確保基金事業補助
(看護師等釜成所運営等事業)

全

最li野黒勉嬢医環介護総合確保基金事業補動金
(イを世保市救急搬送応需ンステム地域拡大事業)

監査対象となつた財政援助等の内容

4,498,919円

6.122.743円

奪0,120,000円

28.3991000円

4,132,000日

金額 監査委員

-18-
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7産業労働部関係

8農林都関係

監査委員

渡本磨毅穂
渡辺 敏勝

金額

125,086,588円

33,98,,296円

31戸 63.596円

191津44,245円

8483.644円

監査対象となつた財政援助等の内容

長崎県中小企業連携組織対策事業費補助金

長崎県小規模事業経営支援事業費補助金

長崎県小規模事業経営支援事業費補助金

佐世保情報産業プラザの指定管理業務

長崎県ビジネス支援プラザの指定管理業務

財援区分

補助金

補助金

補助金

指定管理

指定管理

委員実地監査日

職員実地監査自

平成30年12月 21日

平成30年 10月 5日

平成30年9月 10日

平成30年9月 13日

平成30年9月 19日

平成30年 10月 3日

監査対象団体

長崎県中小企業団体
中央会

謙早商二会議所

大村商二会議所

ハウステンボス・技術セ
ンター株式会社

株式会社
コンペシシヨンリンケー
ジ

監査委員

砺山 和仁
渡辺 敏勝

金額

2,078,000円

21,782,000円

5,369,000円

4,920,000円

54.446,000円

19,784,705円

28,167,800円

730,000円

396,000円

1,351,980円

2,845,697円

3,12α 000円

400,000円

51コ00,000円

31,450i000円

428,274,383円

1,780,000円

32.453,400円

157,284.538口

236,141,000円

60,685,000円

監査対象となつた財政援助等の内容

農業法人経営体育成推進事業費補助金

員崎県農業委員会ネットワーク機構補助金
(都道府県農案委員会ネットワー,機構負担金、農業
委員会活動支援事業)

長崎県農華委員会ネットワーク機構補助金
(機構集稜支援事業}

ながさき集落営農育成総合支援事業費補助金

長崎県指定野菜価格安定対策事業費補助金

長崎県特定野菜等価格安定対策事業費補助金

長崎県肉用牛肥育経営安定対策費補助金

長崎県畜産振興推進事業費補助金

長崎県畜産協会強化費補助全

長崎県豚丹毒発生予防事業費補助金

長崎県特定指定疾病損耗防止推進事業費補助金

長崎県獣医師確保修学資金貸与事業費補助金

長崎県消費・安全対策交付金

出資率 94.8路

長崎県森林整備法人利子助成金

造林事業補助金

ながさき森林環境保全事業補助金

森林整備加速化・林業再生事業補助金

合板,製材生産性強化対策事業費補助金

長崎県林業開発促進資金貸付金
―

長崎県民の森の指定管理業務

財援区分

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

交付金

出 資

補助金

貸付金

指定管理

委員実地監査日

職員実地監査 回

平成30年9月 6日

平成30年8月 23日

平成30年9月 10日

平成31年 1月 10日

平成86頼
口 ,24日

平成30年 9月 12日

監査対象団体

一般社団法人
長崎県農業会議

公益社回法人
長崎県目芸振興基金
協会

T般社回法人
長崎県畜産協会

公益社団法人
長崎県林業公社

一般社回法人
長崎県林業ヨンサルタ
ント

… 19-
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9土木部関係

10教育庁関係

注1:委員実地監査日欄を「―」と表示しているものは、事務局職員のみで実地監査を行ったものであるc

注2:監査委員欄は(実地監査を行つたものは委員名を表示し、実地監査を行ちていないものは「―」と表示している。

… 20 -
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長崎緑地公園管理事
業協同組合

長崎緑地公園管理事
業1瘍 同組合

晨崎県遭路公社

監査対象団体

平成30年10月 5日

平成30年 10月 4ロ

平成 30■F9月 25

日,26日

平瀬 0年 12月 21ロ

委員実地監査日

指定管理

指定管理

臓務保説

出 資

財援区分

長崎港松が枝国際ターミナルビル及び松が枝
緑地の指定管理業務

常盤・出島緑地 (長崎水辺め森公園)の指定管
理業務

金融機関融資に係る債務保説

出資率 100%

監査対象となった財政援助等の内容

41!4111000円

181879,000円

1,570,113,298円

6β95,00,000円

金額

演本磨殺T恵

砺山 和仁
渡辺 敏勝
中島 浩介

監査委員

長崎ダイヤモンドスタッ
フ株式会社

西彼青年の家施警・壇

営協会

公益財団法人
長崎県育英会

監査対象団体

平成30年 10月 10日

平成罰年1月 15園

平成30年 10月 11ロ

平成30年 9月 28ロ

平成80年 12月 21日

委員実地酵苔日

職員実地監査日

補助金

出 資

財援区分

長崎県立総合体育館、長崎県営野球場、長崎
県小江原射撃場の指定管理業務

長崎県立西彼青年の家の指定管理業務

長崎県育英会事務費補助金

出資率 59.lX

監査対象となった財政援助等の内容

202,539,085円

2α377,00()円

45,356,000円

13.000,000円

金額

演本磨毅穂
渡辺 敏勝

渡本磨毅穂
渡辺 敏勝

監査委員



平成 30年度

行 政 監 査

監 査 結 果

長崎県監査委員
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平成 30年度行政監査 監査結果

第 1 行政監査の趣旨

行政監査は、地方自治法第199条第 2項の規定に基づき、普通地方公

共団体の行政事務全般について、適正かつ効率的に執行されているか

の観点から行 う監査である。

「 本県においては、一般行政事務の中から特定の課題を選定してこの

監査を実施 しており、平成 30年度は次のとおり実施した。

第 2

1

監査の実施概要

監査のテーマ

公用車の管理、使用状況等について

2 監査の目的

本県では、公務を効率的、機動的に行 うため、本庁及び地方機関に

多数の公用車を配置している。公用車には多額の経費が必要であるこ

とから、その維持管理等に当たつては可能な限り経済的、効率的に行

うことで費用対効果の最大化を図るとともに、これを適正に使用して

いくことが期待されている。このため監査委員は、平成 23年度に「公

用車の更新、活用及び安全対策について」をテーヤに行政監査を実施

し、安全対策や効率的な配置・運用の検討などについて提言を行い、

これを受けて一定の事務改善が図られたところである。

しかし、30年度前期の定期監査において、公用車の点検整備につい

て留意して確認した結果、自動車検査証 (以下「車検証」という。)の

有効期間が満了して更新していない状態等で公用車を使用に供してい

たり、法定点検整備が未実施となっていたりするなどの法令違反、車

検等を委託する際に必要な契約手続を行わなかつたり、履行確認が十

分でなかったりするなどの基本的な問題が多数確認された。

このため、上記の公用車に関する問題点を確認するとともに、継続

的に適切な管理・使用が行われるよう、経済性、効率性及び有効性の

観 ,点からも事務内容等を検証し、今後の行政事務の改善に資すること

を目的としたも
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3 監査の主な着眼点

(1)管理状況

① 公用車のJ点検、整備等の管理状況について

ア 法定されたJ点検く整備等を確実に実施しているか。

イ 点検、整備等の結果を適切に把握し、次の点検、整備等に活用

しているか。

② 公用車の点検、整備等の委託契約、履行確認方法について

ア 委託契約において経済的、効率的な発注が行われ、効果的な

契約内容となうているか。

イ 委託契約の履行確認を確実に実施しているか。l i

(2)使用状況

① 公用車の使用について

ア 安全運転管理者による運等手の適性確認については適切に実

施されているか。

イ 日常点検については適切に実施されている力、

② 公用車の効率的活用について      、

ア 車両を共用して使用するなど、稼働率を高める取組みはされ

ているか。

イ 共用使用等ができない場合については理由等を適切に把握し

ているか。

4 雷査対象         |
(1)対象所属及び公用車

知事部局、教育委員会の本庁各課及びその地方機関、各種委員会

事務局、議会事務局を監査対象所属とし、平成 29年度に監査封象

所属が保有、管理している道路運送車両法に定義された車両につい

て調書の作成を依頼した。この結果、表 1の とおり、61所属から調

書の提出を受け、当該調書に記載されている630台の公用車につい

て確認した。なお、今回の調査紺象公用車の 630台は、29年度中に

おける各所属の保有、管理状況等の調査であるため、年度途中で廃

棄処分、所管転換等を行つているものも含まれている。また、交通

局、公安委員会については、業務の内容が異なることから監套対象
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から除外 した。

表 1 監査対象所属及び公用車数

(2)対象時点

監査対象年度は平成 29年度とした。

5 監査の実施方法

(1)予備監査

上記の監査の主な着眼点等を基に調書の作成を依頼し、各所属か

らの回答を整理、分析するなどして内容の聴き取 りを行 うとともに、

点検、整備等の委託契約の状況や、車両の使用状況等を確認するな

どして監査を実施 した。

(2)監査委員による監査

① 対象機関   管財課

② 監査実施日  平成 31年 1月 21日

③ 監査内容

ア 公用車の点検、整備等の契約等に係る管理の状況について

イ 公用車の安全運転管理、日常〕点検等の使用状況について

ウ ア及びイに係る指導及び公用車管理の総括について
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公用車数

72

511

11

34

2

85

545

630

所属数

17

32

2

9

1

20

41

61

区分

本庁

地方機関

本庁

地方機関

本庁

本庁

地方機関

計

都局

知事部局

教育委員会

議会事務局

合 計



第3 監査結果

■ 公用車の管理、使用状況等の概況

(1)公用車の管理状況

今回の監査対象とした平成?9年度における630台の公用車の管理

体制については、本庁と地方機関で大きく異なっている。すなわち、

本庁では、管財課において本庁各課で共用で使用する車両を一括し

て点検、整備等の管理をしている。これに対して、振興局以外の地

方機関では、多くの公用車が 5台程度と少ないことから総務課等が

一括して点検、整備等の管理をしている一方、振興局によつては、

80台を超える公用車があるなど比較的台数が多いことなどから、例

えば、総務部、保健部、農林部、建設部等の各部局各課が分担して

点検、整備等の管理を行つている状況にある。

(2)公用車の使用の状況

公用車の使用状況について見ると、県から外部の団体等に貸し付

けている車両が 48台、県が直接公務で使用している車両は 5s2台、

全体数は計 630台 となっている。

表 2 公用車の分類、台数及び具体例

合計

大型特殊

普通

小 型

軽

自動車の種別

乗合

特種

貨物

乗用

特種

貨物

乗用

鱒

貨物

乗用

用途

630

1

6

69

17

58

3

131

124

2

154

65

台数

トヨタフォークヅフト

日産シビジアン SX等

三菱パジェロ等

いす エゞルフ等

スバァレフォレスター等

ホングステップフゴン等

日産 ADバン等

日産ウイングロー ド等

ダイハツハイゼント等

スズキアル ト等

三菱 ittiEV等

車種の具体例
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これを車検証記載の自動車の種別でみると、軽が 221台、小型が

258台、普通が 160台、大型特殊が 1台の構成となつており、また、

用途別でみるとく乗用が 247台、貨物が 302台、特種が 74台、乗合

が 6台、大型特殊が 1台の構成となっていた。

なお、県が直接公務で使用している公用車は 582台のうち専任の

運転士が運転する公用車は ■5台、一般の職員が運転する公用車が

467台となつていた。

2 公用車の点検、整備等に係る管理の状況

(1)公用車の点検、整備等に係る規程について

ア 規程等の制定状況

県では、公用車の管理、使用等を行うに当たり必要な事項を規程、

通知等により定めており、その主なものを列挙すると表 3の とおり

となっている。

イ 規程等の連守

「長崎県自動車運転士服務規程の制定について」 (表 3:4番参照)

によれば、「長崎県自動車運転士服務規程」(以下「服務規程」とい

う。)(表 3:2番参照)は、運転士及び運転士以外の職員 (県職員

全て)1こ適用され、運転士である職員が規程を遵守することは勿論、

運転士以外の職員であうても自動車運転に従事する場合はこの規程

の例により服務することとなっている。そして、この規程によれば、

自動車運行日誌 (様式 1号)は、毎日、必要な事項を記入し所属長

の閲覧を受けなければならないこと、仕業点検表 (様式 2号)は、

毎日、仕業点検を行い運行開始前に整備管理者を経て所属長に提出

しなければならないこと、自動車事故報告書 (様式 3号)は、事故

が発生した場合に安全運転管理者を経て所属長に提出しなければな

らないこととなっている。

しかし、実際に作成されている書類を調査したところ、表 4の よ

うに、服務規程と異なる様式の書類が要綱、通知等により作成され

ており、書類作成上の根拠が区々となっている状況が見受けられた。

→P.16意見 :管財課

-5-

-53-



表 3 規程、通知等一覧

※ 15番から18番までの通知等は、管財課が管理するリース車のみに適用されること

となっている。
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18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

番号

自動車の日常点検チェンクヅ

ス ト

職員運転共用車 (ジ ース車)使

用簿

職員運転共用車使用要領

職員運転に係る留意事項

公用車に係る法定点検整備の

実施の徹底について

公用車に係る法定点検整備の

実施の徹底について

公用車に係る法定点検整備の

実施の徹底について

奈通法規の遵守について

交通法規の遵守等について

公用車運転による交通事故発
生時の処理マニュアル

職員運転公用車に係る日常点

検の実施及び日常点検マニュ

アルの送付について

職員運転 (運転士以外)にかか
る公用車及び自家用車の日常
点検整備について

公用車の管理、安全運転等につ

いて

職員の県有自動車使用に関す

る要綱

長崎県自動車運転士服務規程
の制定について

長崎県県有自動車管理規程の

制定について

長崎県自動車運転士服務規程

長崎県県有自動車管理規程

規程名又は通知名

文書番号なし

文書番号なし

文書番号なし

文書番号なし

平成 29年 12月 13日 付
29管第 27号  `

平成 29年 5月 8日 付 29

管第 27号

平成 28年 4月 21日 付
28管第 12号

平成 28年 10月 18日 付
28人第 133号

平成 26年 7月 24日 付
26人第 80号

文書番号なし

平成 24年 7月 13日 付
24管第 53号

平成 23年 6月 27日 付
23管号外、23人号外

平成 21年 9月 15日 付
21管号外

平成21年 9カ 15日 から

施行       _

昭和 42年 5月 23日 付
42人第 153号総務部長

通知

昭和 42年 5月 23日 付
42用第49号総務部長通

知

昭和42年 4月 28日 付長

崎県訓令第 6号

昭和 42年 4月 28日 付長

崎県訓令第 7号

規程番号等

改正なし

改正なし

改正なし

改正なし

改正なし

改正なし

改正なし

改正なし

改正なし

平成 25年 9月 改訂

改正なし

改正なし

改正なし

平成 28年 10月 改正

改正なし

改正なし

改正なし

平成 25年 3月 29日

訓令第 4号

最終改正番号等



実際の書類作成等の状況

書類作成の根拠

・職員の県有自動車使用に関する要綱

(表 3:5番 )

・職員運転に係る留意事項 (表 3:15番 )

・職員運転共用車 (ジ ース車)使用簿 (表

3:17番 )

・公用車の管理、安全運転等について (表

8:6番)

・職員運転 (運転士以外)にかかる公用

車及び 自家用車の 日常点検整備につ

いて (表 3:7番)        |
。職員運転ノム`用車に係る日常点検の実施

及び 日常点検マニュアルの送付につ

いて (表 3:8番 )

・職員運転に係る留意事項 (表 3:15番 )

。自動車の日常点検チェンクリスト (表

3:18番 )

・公用車運転による交通事故発生時の処

理マニュアル (表 3:9番 )

書類名

・公用車使用簿 (p.23)

・職員運転共用車 (リ ース

車)使用簿 (p.24)

。通行前点検表 (p.27)

。自家用乗用車の日常点検

チェック・シー ト (p.28)

・自動車の日常点検チェッ

クリスト (p.29)

・自動車の日常点検チェッ

クリスト (pi 30)

・顛末書等の様式,自 由の報

告書等

服務規程において作成

することとなつている

書類名

。自動車運行 日誌

(様式 1号)(p.22)

仕業点検表

(様式 2号)(p.25,26)

。自動車事故報告書

(様式 3号)(p.31)

表 4 服務規程と実際の作成書類の対比

(2)法定点検等の実施漏れについて   ,
道路運送車両法第 48条では、自動車の使用者は、自動車の種別や

用途等に応じて定められた期間ごとに自動車を点検しなければなら

ないと定めており、この点検時に必要な整備等を実施することがあ

る (以下「法定点検等Jと いう。)。

法定点検等の実施状況について、監査対象公用車の 630台を対象

に確認したところ、平成 29年度に県において法定,点検等を行う必要

のあった公用車は 373台あつたが、実際に適切に法定点検等を行つ

ていたのは 307台であり、22所属において、66台の実施漏れがあつ

た。これについて実施漏れのある車両の台数を実施必要車両の台数

で割うた実施漏れ率を算出すると、17,7%で あつた。また、貸付先

において法定点検等を行う必要のあつた車両は 28台であつたがヽ実
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際に適切に法定点検等を行っていたのは 10台で、5所属におぃて、
18台の実施漏れがあり、実施漏れ率は 64.3%と 高率となっていた。

【指摘 :食品 。安全消費生活課外 26所属 (別表参照)】

また、法定点検等について、管財課は、表 3の 12番から14番ま

での通知のとおり、平成 28年度から29年度までにおいて 3回にわ

たつて実施の徹底を指示しているにもかかわらず、29年度において

上記の実施漏れが生じていることは、どのような車両に法定点検等

が必要かについての理解が十分でないためであると考えられる。そ

こで、第4で述べる意見のとおり、法定点検等について判断に間違
いが生じないよう具体的な指示を検討する必要がある。

→P。 16意見 :管財課

(3)車検切れについて

道路運送車両法第 58条では、自動車は、国土交通大臣の行 う検査

を受け、有効な車検証の交付を受けているものでなければ、これを

運行の用に供してはならないと定めており、当該車検証の交付を受

ける際に必要な整備等を実施することがある (以下「車検等」とい

う。)。                                   ・

行政監査に先立って実施した前期の定期監査で、1所属において、

有効な車検証の交付を受けていない (いわゅる「車検切れ」)状態等
ィで運行した公用車が確認されたことから、平成 29年度に車検等を行

う必要のあらた 301台を対象に確認したところ、さらに、別の 1所

属において、車検切れを起こした状態で運行の用に供されたものが 1

台見受けられたЬ

【指摘 :環境保健研究センター外 r所属 (別表参照)】

またし管財課に、これまで車検切れの問題について通知等により

指導、注意喚起等を行ったことは無く、車検切れが発生しないよう

な体制の構築については所属の創意工夫に任せている現状がある。

しかし、29年度において、車検切れを起こした状態で運行の用に供

された事態が 2所属において発生したことは、重大な問題である。

そこで、第 4で述べる意見のとおり、チェンク体制の構築について

具体的な指示を検討する必要がある。

→P.16意見 :管財課
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3 公用車の点検、整備等に係る契約の状況

(1)一者随意契約について

地方自治法施行令 167条の 2に定める随意契約を行う場合、県は

長崎県財務規則第 106条第よ、頂等により、1件の予定価格が 3万円を

超えるものは、2者以上から見積書を徴する必要があると定めている

(以下これによる見積決定を「見積り合わせ」という。)。 今回調査

した 630台の公用車に係る法定点検、車検等の委託契約において確

認したところ、当該契約において1件 3万円を超える契約は、328件、

40,996,462円 となつていた。

ただし、契約の目的・性質により相手方が特定される場合等の理

由があるものについては見積 り合わせを省略する (以下「一者随意

契約」という。)こ とができるため、所属によっては次のような理由

によリー者随意契約を行つていた。すなわち、「業者から見積書を徴

取するためには、車両を預け、整備工場で専用工具や検査機器類を

使用して検査を行いながら修理や部品交換が必要な箇所を抽出させ

ることとなり、この作業そのものが〕点検整備の行程の二部となる。

したがって、業者から見積書を徴することはJ点検業務の一部を請け

負わせる行為を伴うため、複数見積 りを行 うことは不適当であり、

見積書を徴した業者への一者随意契約とならざるを得ない。」とする

ものである。

表 5 見積 り合わせをすべきであつた契約件数及び金額

金額

1,186,909円

7,260,364円

104,209円

991,118円

401,235円

1,692,353円

8,251,482円

9,943,835円

件数

9件

70f牛

1件

6件

3件

13イ牛

76件

89件

分類

本庁

地方機関

本庁

地方機関

本庁

本庁

地方機関

計

区分

知事部局

教育庁

議会事務局

合 計

※1台の公用車が、平成 29年度中に複数の法定点検を行つているものがある。
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しかし、法定点検、車検等の委託契約において、複数の者から見積

書を徴取している所属もあることから、上記の理由は根拠に欠けてい

るため妥当ではない。そこで、本来見積り合わせをすべきであったと

認められる契約を集計すると、表 5の とおり、89件、9,943,835円 と

なる。

【指摘 :管財課外 15所属 (別表参照)】

→P.16意見 :管財課

(2)見積り合わせを実施した場合の変更契約について

法定,点検、車検等の委託をする際に、予定価格が 1件 3万円を超

える場合は見積り合わせを実施する必要があることは既に述べた

が、見積り合わせを実施した場合であっても、実際に車両を分解す

るなどして詳しく点検した際にヽ整備を必要とする箇所が後から見

つかる場合がある。この場合は変更契約を締結することとなる。

調査したところ、1所属の2件の契約について、車検等の委託時

に、当初から発注予定であった整備項目を見積執行通知書に記載せ

ずに、見積書を徴取し、委託内容の一部のみで見積決定をし、その

密鐘権≧召と埴猛重笹宅甫重鵞胃蓉喜舞≧L密†i盈曹竜票τF之こ
そも当初から発注予定の委託内容がある場合は、委託の全体金額に

より見積決定をすべきであり、一部の項目で見積 り合わせを行 うこ

とは妥当でないことは言 うまでもない。

また、当該変更契約については、変更予定価格を事前に算出すべ

きところ、これを算出していなかつた。結果として、うち 1件の契

約について変更契約に係る予定価格を超過 した金額で契約をして

い,そ二。

【指摘 :上五島福祉事務所】

ち■16意見 :管財課

(3)契約の履行について

既に述べたように、道路運送車両法第 58条では、有効な車検証

の交付を受けている車両でなければ運行の用に供してはならない
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と定められていることから、車検証が適切に交付を受けているかの

確認は非常に重要である。車検等を委託する場合において、委託業

務の主目的は言うまでもなく車検証の交付であるこ≧から、車検等

の履行確認が適切かつ確実に実施されているか確認したところ、平

成 29年度に車検等を実施した 301台の公用車のうち、33.6%に 当た

る25所属の 101台 において、車検証が交付される前に履行確認を

行つていた。

【指摘 :危機管理課外 24所属 (別表参照)】

また、公用車については、購入する代わりにリース会社とリース

契約を締結して導入する (以下「)―ス公用車)と いう。)場合が

ある。調査したところ、1所属 2台のジ▼ス公用車について、契約

書上リース公用車の修繕費用については、リース会社の負担となつ

ているところ、修繕の理由 (経緯)を明らかにしないまま県が修繕

費用を負担しており、修繕の根拠が不明確なものがあつた。

【指摘 :新幹線用地事務所 (別表参照)】

→P.16意見 :管財課

(4)契約締結上の課題について

ア 消耗品交換基準

車両には、エンジンオイル、タイヤ等の消耗品 (以下「車両消耗

品」という。)の交換が定期的に必要となるが、交換の基準が不明

確な場合や、県側の担当者の知識が不足する場合には、不要・不急

の交換、あるいは交換しないことによる故障も懸念される。このた

め、県側の担当者の知識が不足する場合でも適時、適切な交換を実

施できるよう、基準を設けることが望ましい。

そこで、公用車の管理を担当している者 (以下「管理担当者」)

に、公用車の車両消耗品について交換の基準を定めているかについ

て確認したところ、全体数 99人のうち、定めていると回答した管

理担当者は 6人、定めていないと回答した管理担当者は 93人であ

った。さらに、この 93人のうち、交換の判断はどのように行つて

いるかについて確認したところ、「業者の判断に従つている。」と回

答したのは 52人 となっており、業者任せの状態が見受けられる。

しかし、上記で述べたとおり、定期的に交換が必要となる車両消

… 11-
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耗品については、交換の基準等が無い場合は適時、適切に交換が実

施されるとは限らないことから、車両に対する知識の乏しい者でも

適切な管理が行えるように事前に基準を定めておくことを検討す

る必要がある。

→P.16意見 :管財課

イ 参考見積書による仕様書作成

見積 り合わせを実施 している所属のうち、特に車両台数の多い振

興局等の所属を抽出して確認 したところ、その実施方法は概ね以下

のようになっていた。すなわち、所属内の各課で管理 している車両

ごとに、多くの場合、2者の業者から無償で参考見積書を徴取 して、

当該参考見積書に記載されている整備内容を見比べるなどして仕

様書を作成する (図 1参照)。 その後に 2者以上からの正式な見積

書を個別に徴取して見積 り決定を行 う (図 2参照)と いう流れとな

つている。

図 1 参考見積書による仕様書作成の流れ

-12-

-60-

尋

与

拳青元
=言

告信言 Ⅲ魔|

・三湊 工負

・エ ンガン士イル交婆

・ アレー 千F!r― ド交兵

・ タイ中薙

見歳詈



図 2 見積り決定の流れ

※善告様香ごととこ三凌Ⅲ溝定 鶴秦誘〕

鑑欝雰

菜議待飼ф台義
予構&3134

尋草携  L車両の法定点検 韓 諦簿 横

ア 寄

E事再働軍桟   F車 両ⅢⅢ)車続

イ 課

心講

警 豪

吟車韓

工 諌

(注)振興局等で行つている業務方法を単純化した概念図であると当該例では 10契約分で記載 した。

しかし、委託する内容である仕様書を作成するのは県が行うべき

ことであり、無償で業者に仕様書を作成させているような状況は妥

当ではない。また、法定点検、車検等の時期が公用車ごとに異なる

ことから、その幕度上記の契約方法により発注を行つていることは

業者及び県の双方ともに非常に煩雑な業務となっており、かつ非効

率である。さらに、法定点検、車検等の委託は道路運送車両法等で

定められた共通の検査項目及び実施方法により行われるものであ

り、車両消耗品の交換についても限られたものとなる。

現に、長崎県警察本部では、平成 29年度において 887台の四輪

の公用車を対象に、法定,点検、車検及び指定する整備に係る仕様書

を作成し、年間の公用車の走行距離等の車両データを基に年間のJ煮

検、整備等の総額を業者に見積もらせて、一般競争入札を行つて契

約をしている。また、この 887台の対象車両は、当然のことながら

車種、年式、使用状況は異なつているが、契約に従つた履行は適切

に行われており、特段の問題も生じていないとのことである。また、

県外部の入札状況を見ても、点検、整備に係る各単価を設定して単

価契約を締結している例が散見される。    ‐

そこで、第4で述べる意見のとおり、公用車の点検、整備に係る
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契約に関して、各所属が適切かつ効率的に契約事務を行えるような

技術的助言を行 うことを検討する必要がある。

→P.16意見 :管野課

4 公用車の使用状況

(1)公用車等運転確認簿による所属長等の確認について

「交通法規の遵守について」 (表 3:■ 番参照)に よれば(交通

法規の遵守等のため公用車を運転する場合においては、公用車等運

転確認簿にヽ免許証の有効期限、アル平―ルチエック、健康状態等

を記録し、原則として所属長が確認することとされている。しかし、

公用車等運転確認簿による所属確認が、全く行われていないものが

1所属で見受けられた。
′
【指摘 :大村城南高等学校】

(2)適切な日常点検の実施について

貨物自動車等については、故障などが発生した場合に影響が大き

いため、道路運送車両法第 47条の 2により、一日一回、運行開始

前において日常点検を実施することが義務付けられている。一方、

貨物自動車等以外の車両については、管財課が、「自動車の日常点

検マニュアル」 (表 3:8番参照)を作成して適切な時期に自動車

の日常点検チェックリス_卜による点検を行うこととする通知をし

ている。しかし、調査したところ、これまでに日常点検を実施した

ことがなかったり、日常点検を実施したとしているが点検の記録が

なかったりしている公用車が8所属で28台見受けられた。

【指摘 :五島振興局外 7所属 (別表参照】
上記の自動車の日常点検マニニアルについては、貨物自動車等に

ついての記載が十分でなく、日常点検の必要があるかどうか判然と

しない。また、規程等の改正が十分にされていないことから仕業点

検表、運行前点検表、自家用乗用車の日常点検チェック・シー ト、

自動車の日常〕点検チェックジスト等の複数の書式が存在している

ことから日常点検の実施方法の混乱が生じていると認められるとそ
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こで、第 4で述べる意見のとおり、日常点検の実施方法について改

めて周知する必要がある。
→P.17意見 :管財課

(3)公用車情報の調査について

限られた車両台数において、公務を効率的、効果的に進めるため

には、車両を共有して使用すること (以下「共用車両」という。)

などにより稼働率を出来る限り高める取組みが求められる。これに

ついて、管財課が実施している公用車情報の調査 (以下「公用車情

報調査」)は、平成 23年度の行政監査の結果を踏まえて(稼働率の

低い公用車を柔軟に共用車両へ移行等することにより現有車両の

有効活用ができるよう24年 2月 より全庁的に公用車情報を共有で

きるようにしたものである。

この公用車情報調査において、各所属は、共用車両へ移行できな

い理由について、国庫補助金を財源の一部として公用車の整備をし

た経緯があるとして「国庫補助の目的以外に使用不可」などとして

いた。しかし、調査したところ、例えばある所属では、管理する6

台の公用車の全てにおいて、実際には使用不可とする根拠が確認で

きなかつた。また、当該所属は、行政監査の調書において「緊急対

応用」等の別の理由で共用車両へ移行できないとし、公用車情報調

査の記載が誤つていたと回答していることなどから、公用車情報調

査の情報が不正確であると認められる。

共用車両への移行等を目的にして全庁的な情報共有をしている

公用車情報調査において、不正確な情報が共有されていることは妥

当ではない。そこで、第 4で述べる意見のとおり、調査方法の改善

を検討する必要がある。

→■17意見 :管財課
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第4 意見

1 規程の改正等について

服務規程は、運転士及び運転士以外の職員 (県職員全て)に適用さ

れ、運転士である職員が規程を遵守することは勿論、運転士以外の職
~

員であっても自動車運転に従事する場合はこの規程の例により服務す

ることとなって,い るが、実際には、規程と異なる様式が要綱、通知等

により作成されている状況は妥当ではない。
ういては、管財課において関係所属と必要な調整を行うなどして服

務規程等の改正を検討すべきである。

【意見 :管財課 (監査結果については第 3-2-(1)に記載)】

2 法定点検及び車検等の実施の徹底について

管財課は、法定点検等について実施の徹底を指示する通知を発出す

るに当たり、道路運送車両法の抜粋等を添付しているが、結果として

多くの実施漏れが生じている。これについて、特に実施漏れが多いの

は貨物及び特種車両で点検の間隔が 3か月及び 6か月の公用車、並び

に県の外部に貸し付けている公用車であることから、これらの法定点

検等が必要となる場合の一覧表を示すなどして、実施漏れが生じない

ように周知徹底を図るべきである。

また、管財課は、車検等の実施については、これまで通知等による

指導、注意喚起等を行つたことは無く、結果として車検等の実施漏れ
が発生している。これについては、公用車の管理担当者任せとなって
いる現状が見受けられることから、例えば管理担当者の上司や公用車
の使用者等、管理担当者以外の者が事前に気付くような仕組み、体制

等を考えて、その構築を指導すべきである。

【意見 :管財課 (監査結果については第3-2-(2)及び (3)に記載)】

公用車の点検、整備等に係る契約事務の改善について

公用車の点検、整備等に係る契約においては、以下のように各所属
が不適切、非効率な契約関係業務を実施している状況が認められるも

① 予定価格が 3万円を超える場合は2者以上の者から見積書を徴

取して見積 り合わせを行うこととなっているにもかかわらず、合
理的な理由なくこれを行つていないこと。

② 見積り合わせを実施する場合においても、委託内容の一部のみ
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で見積り合わせを行つたり、変更予定価格を算出していなかつた

りなどしていること。

③ 契約の履行において、業務の主目的である車検証の交付前に履

行確認を行つていたり、リース公用車について、修繕に至った理

由・経緯等を十分確認しないまま契約書の規定と異なる処理を行

っていたりしていること。

④ 車両消耗品の交換基準を定めていなかったりヽ 整備箇所を特定

するための参考見積書を業者から無料で徴取して仕様書を作成し、

その都度契約を行つていたりしていること。

ついては、管財課が、庁用自動車の整備管理の総括及び指導をする

立場として、例えば、入札・契約事務マニキアル等において適切、効

率的な契約例等の紹介、解説を行うなど、各所属が適切かつ効率的に

契約事務を行えるような技術的助言を行 うことで一定の方向性を示す

べきである。

【意見 :管財課 (監査結果については第 3-3-(1)～ (4)に記載)】

4 適切な日常点検の実施について

日常点検の実施方法については、対象車両について各所属で理解が

十分でなかったり、作成書類について混乱が生じていたりしている。

ついては、管財課が、対象車両を明確にし、規程改正の内容と整合

するように作成書類を整理するなどして日常点検マニュアルを改訂す

べきである。

【意見 :管財課 (監査結果については第 3-4-(2)に記載)】

5 公用車情報の調査について

共用車両への移行等を目的にして全庁的な情報共有をしている公用

車情報調査において、根拠が不明で不正確な情報が共有されているこ

とは妥当ではないも

ついては、正確な情報に基づいて現有の公用車の有効活用ができる

よう、各所属に対して共用車両への移行ができない根拠を記載させ、

管財課が必要に応じて内容を確認するなどの体制を構築することを検

討すべきである。

【意見 :管財課 (監査結果については第 3-4-(3)に記載)】
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【関係法令等 (抜粋)】

0公用車の点検、整備等に係る規程について

崎県自動車運転士服務

第 9条 運転士は、毎日、自動車運行日誌 (様式第 1号)に必要な事項を

記入し、所属長の関覧を受けなければならない。

第 11条 運転士は、毎日、仕業点検を行ない、その結果を仕業点検表 (様

式第 2号)に記入し、運行開始前に整備管理者を経て所属長に提出しな

ければならない。          1
第13条 ′運転■は、事故が発生した場合は、その状況に応じ冷静な判断に

より、適切な措置をとらなければならない。

2 前項の場合においては、電話その他の方法により、事情を所属長に報

告するとともに、自動車事故報告書 (様式第 3号)を安全運転管理者を

経て所属長に提出しなければならない。

このことについては、4月 28日 県広報号外に長崎県訓令第 6号をもつて

公布、5月 1日 から施行されたので、下記事項に特に留意のうえ、運転士で

ある職員がこの規程を遵守すべきことは勿論、運転士以外の職員であって

も自動車運転に従事する場合はこの規程の例により服務することとし、安

全運転・事故防止に努めるよう、都下職員を指導されたく、通知する。

の県有自動車使用に関する

公用車の使用

職員は、公用車を使用するとき及び使用したときは 公ヽ用車使用簿 (様

式 1)に運行状況等を記録すること。

用車の管理、安全運転等につい

3 長崎県自動車運転士服務規程

様式第 1号 自動車運行 日誌

様式第 2号 運行前,点検表

様式第 3号 自動車事故報告書

-18-
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自動車運転士服務規程の制定につい崎



貝 運転 (運転士以外 ) に か か る公 用車及 び自家用車の 日常 占 検整備I つ しヽ て

・自家用乗用自動車等の日常点検基準に基づく日常点検チェック・シー ト

・自動車の点検及び整備に関する手引 (国土交通省告示)に基づき実施

【自動車の日常点検マニュアル】

4 日常点検の記録

職員が運転する公用車の点検は、なるべく給油時や洗車時などに、ガ

ノリンスタンドヘお願いして実施してもらうようにしてくださいご

専門知識を持うた者が点検することで、職員へかかる負担も少なくて

済みます。

また、運転中に気づいた点 (異常音、臭いなど)があれば、点検者今

伝えましょう。          (
しかし、給油時に対応してもらえない場合や長距離走行があらかじめ

判つている時などは、運転者自らが点検を行わなければなりません。

このようなケースでは、点検の記録をとつておかないと、前回が、い

つ点検され、点検結果はどうであったのか分らなくなつてしまいます。

参考に「自動車の日常点検チェックリス ト」を記載していますので、

ご活用ください。

運転に係る留意事

1運転前に、使用簿の裏面の運行前点検表により車の日常点検を行つてく

ださい。

用車運転による交通事故発生時の処理マ平ュアプ

5

(4

所属長の対応について
)事故の報告   

―

H交通事故発生報告 (任意様式)

O法定点検等の実施漏れ及び車検切れについて

両

-19-
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運転公用車に係る日常点検の実施及び日常点検マニュアルの送付について

(定期点検整備)



第四十人条 自動車 (小型特殊自動車を除く。以下この項、次条第一項及

び第五十四条第四項において同じ。)の使用者は、次の各号に掲げる自動

車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自

動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自

動車を,点検しなければならない。            |
一 自動車運送事業の用に供する自動車及び車両総重量人 トン以上の自

家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車 二月

二 道路運送法第七十人条第二号に規定する自家用有償旅客運送の用に

供する自家用自動車 (国土交通省令で定めるものを除く。)、 同法第人

十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その

他の国土交通省令で定める自家用自動車 (前号に掲げる自家用自動車

を除く。) 六月

二 前二号に掲げる自動車以外の自動車 一年

(自 動車の検査及び自動車検査証)

第五十人条 自動車 (国土交通省令で定める軽自動車 (以下「検査対象外

軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同

じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、

有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の

用に供してはならない。               ′

0公用車の点検、整備等に係る契約の状況について

(随意契約)

第百六十七条の二 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契

約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格 (貸借の契約にあつ

ては、予定賃貸借料の年額又は総額)力湖町表第二上欄に掲げる契約の

種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の

規則で定める額を超えないものをするとき。

…20-
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自治法施行

崎

(見積書の徴取等)



第106条 令第167条の2第 1項第1号、第3号から第9号までQ規定により随意

契約によろうとするときは、2人以上の者の見積書を徴しなければならな

い。ただし、次の各号に掲げる場合はヽ1人の者の見積書をもって代える

ことができる。

札制度等県の発注方式の改善に関する決議に対する対応について (通知)

・対応 :1件の予定価格が「3万円を超え、30万円を超えないもの」につい

て、 1人の者の見積を廃止 し、 2人以上の者からの見積とする。

O公用車等運転確認簿による所属長等の確認について

通法規の連守等について

(2)公用車運転及び自家用車出張

③ 所属長は、「公用車等運転確認簿」 (男可紙 2)に、確認日時、確認内

容等を記録すること。

0適切な日常点検の実施について

遭路運送車両法

(日 常,点検整備 )

第四十七条の二 自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等

から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、

灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項につ

いて、目視等により自動車を点検 しなければならない。

2 次条第一項第一号及び第二号に掲げる自動車の使用者又はこれらの自

動車を運行する者は、前項の規定にかかわらず、一日一回、その運行の

開始前において、同項の規定による点検をしなければならない。

3 自動車の使用者は、前二項の規定による点検の結果、当該自動車が保

安基準に適合 しなくなるおそれがある状態又は適合 しない状態にあると

きは、保安基準に適合 しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準

に適合させるために当該自動車について必要な整備をしなければならな

い 。
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【
Ⅷ
簡
鎌
男
】自 動 車 運 行 日 誌 (年 月  日)

車両番号

Ｉ
Ｎ
画
―

‥
呵
０
‥

区 分 当 日 累 計

走行キロメー トル

(マイル)

キロメー トル

(マイル)

キロメー トル

(マイル )

燃料補給量 リットル リットァレ

回

数

使 用 時 間

使 用 区 間 使 用`課 使 用 者 運転者氏名印

メ タ

換 算

キ ロメー

トル

備   考
使用前 使用後

差引走行

キロメー トル

(マイル )

自 至

1 円寺 分 時 分 外 名

2

3

4

5

6

7

8

9

10

計 時間  分

珊
ω
中
博
嘲

「和
昂
瀬
蘭
響
糾
曲
齢
貯
謝
繋
講
前
」



(様式1)

公 用 車 使 用 簿

Ｉ
Ｎ
ω
ｌ

Ｉ
増
Ｐ
…

所属名

※上記項目についての記載を満たしていれば、当該様式にかかわらず、別途様式でも可。
※「確認簿チェック」オ関は、公用車使用前に、使用者が「公用車等運転確認簿」 (平成26年 7月 24日 付け26人第80号総務部長通知中 「別紙 2」 )の記録を確認 し、レ点を記入するこ

口寺

時

分から

分まで

時

時

分から

分まで

時

時

分から

分まで

時

円寺

分から

分まで

時

時

分から

分まで

時

時

分から

分まで

時

時

分から

分まで

時

時

分から

分まで

時

時

分から

分まで

口寺

時

分から

分まで

時  分から

時  分まで

口寺

時

分から

分まで

給油量
走行距離

(累計)

用務・用務先使用 (同乗)者氏名使用課 (係 )使用時間使用年月日使用車名
確認簿
チェック

珊
ω
“
朝
瑯

「尋
剛
ｅ
瀬
封
珊
凶
冊
薄
甑
百
珊
斗
い
用
謝
」



職員運転其用車 (リ ース車)(OO一〇〇)使用簿

※ 運転を行う前に、跡す裏面の運行前点検表により車の点検を行うこと。

(天気

1.使用状況

※月初めは必須

※用務地については最遠地を記入

2。 通行券 3.ETC利 用区間

メヾ―ル 100
パール200
其通 (女神大橋)

共通 (出島道路)

枚

枚

枚

枚

表3117番「職員運転共用車 (リ ース車)使用簿J

)

4

5.車両損傷、車面不具合はないか

※該当がある場合は、財す管財課に報告すること。

6.気付いた点がございましたら記入してください。

※本点検は、「職員の県有自動車使用に関する要率岡」第7の所属長の責務に帰す
るものであり、点検内容に関しては所属長に報告すること。
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用   務   地

使 用 年 月 日

実走距離

降

乗

走  行 距 離

至

自

使 用 時 間

給   油   量

使用課 (窒 )

洗 車

使 用 者 名

施錠したか

ルームランプ等の消し忘れはないか

車内にゴミはないか

車内に忘れ物はないか

燃料は 1/2を下回つてないか

所定の位置に駐車 したか

はい  いいえ

はい  いいえ

はい  いいえ

は えしヽ
‥
Ｖ

卜
Ｖ

はい  いいえ

はい  いいえ



Ｉ
Ｎ
頓
Ｉ

Ｉ
呵
ω
ｌ

仕 業 点 検 表

年  月  日 (  曜日)(天気  )
点検者 所属    職    氏名     印

「自動車を運行する者は、 1日 1回、その運行開始前において運輸省令で定める技術上の基準により自動車の仕業点検をしなければならない」

(道路運送車両法 (昭和26年法律第185号)第47条 )

〃 R左 締  付、 損  傷 器 油 圧 計 作用、  取付、  損傷

計

走

行

装

置

作用、  取付、  損傷ス ピ ー ド メ ー タ ー締  付、 損  傷F右〃

機能、  取付、  損傷窓  ふ  き  器損  傷締  付クリップボール トF左

機能、  取付、  損傷方 向 指 示 器空気圧、 損傷、 偏摩托タ   イ   ャ

器
立
日警 機能、  取付、  損傷量、  洩 れ、  汚 才員水却冷

点灯、  汚損、  損傷室 内 灯、 ステップ灯量、  洩 れ、  汚 損油滑潤

点灯、  汚損、  損傷カープ灯、  ホーグ灯始動、 調子、 排気の色エ ン ジ ン
エ
ン
ジ

ン

点灯、  汚損、  損傷マ ー カ ー ラ ン プ引代、 不可き、 ロック作用サイ ドブレーキレバー

バ ッ ク ラ イ ト 点灯、  汚損、  損傷あそび、 踏代、 不可き具合ブ レ ー キ ペ タ ル
ブ

レ
ー
キ

点灯、  汚損、  損傷尾 灯、  番 号 灯ゆるみ、  がた、  損傷か じ取装置の運動部

点灯、  汚損、  損傷灯動侑1振れ、  重さ、  取 られ〃〃

置

装

気

電遊 び、 が  た 点灯、  汚損、  損傷灯照日町ハ ン ドル 操 作 具 合
ハ
ン
ド
ル

点 検 箇 所良  否点 検 内 容 良 否点 検 内 容点 検 箇 所

走行キロメー トル車 名号た車  号 キロメー トル

鮒
ω
中
Ｎ酬

「加
昂
瀬
研
翌
冊
曲
齢
叶
報
繋
渤
甜
」



〃 R右 締  付 損  傷 燃 料 計 作用、  取付、  損傷

ハブボ
=ル

ト F左 締 付 損  傷 電 流 計 作用(  取付、  損傷

〃 F右 締  付 損  傷 水 温 計 作用、  取付、  損傷

〃 R左 締  付 損  傷 そ

の

他

バ ッ ク ミ ラ 視界、  取付(  損傷

〃 R右 締 付、 損  傷 後 都 反 射 器 取付、  汚損、  損傷

懸

架

装

置

ス プ リ ン グ F左 亀裂、  折損、  損傷 ナ ン バ ー プ レ ー ト 取付、  汚損、  損傷

F右 亀裂、  折損、  損傷 ス  テ  ッ  カ 取付、  汚損、  損傷

R左 亀裂、  折損、  損傷 ボ ア 損 傷

R右 亀裂、  折損、  損傷 消 火 器 機  能、   取  付

Uボ ー ル ト F左 締 付 損  傷

F右 締 付 損  傷

R左 締  付 損  傷

R右 締  付 損  傷

前日の運行にお い て

異常が認められた箇所

備 考

―
〕
０
１

１

刊

ト

ー

(注)良の場合はレ印を記入、不良の場合は該当項目を○で囲み良否欄に×印を記入のこと



表3:6番『公用車の管理、安全運転等について」

(男lH磯 1 )

運 行
.前

点 検 表

基高ぽ融
その断 関姉 において帥 鈴 碇 める技術上の攀 により

ばな猟 .ヽ]―     ・    ・

(道路運送専稲滋昭和26年法律第調号第47条 )

(註〕※印については高速走行(80K以上の走行)を行弱 合、特に点換すること。

良否

'前日に於ける異常首所

不良箇所及びその処置

良 否

点  検  内 容

点 子
滅  興 台

汚 れ .損 傷
※空気躍屠経視傷
き 裂 藷 の 深 さ

異 勃 の は さま り

汚 れ 損 傷

滑 れ 擬 傷

点・ 検  箇 所

灯 共 装 置
方 面 捨 .示 器

与
・ イ  1ギ

反   射   器

曼程輔 写蓮

順
序

車
の
周
bJ

か
ら
の
点
検

点  検  箇 Fttl点 検  内 』望
ブレー キペダ呵畜

み
FttT雹 _

野 レ ー キ ン テミ司コ声し上
燃  料  装 燃料のヨ
後
反

写
射 藝1写 嘲_

ジ エ ,一 な
玲 却 装 ヨ

※水
水 も

装 置
l※ 示嘉,ち彗二潤 滑

フ ァ ン ベ ル 引
※
聾
リ
ミ畠五_

ブ レー キオ イル
1淀

党 二土
e

0
Ｏ
Ｑ

Ｏ
●

J巨

序

轟
席
で
0
占

検

五

ン
ジ
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の

点
検
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検

順
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については、
※本歳機とまた
謙機9繊暴
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(別紙2)

自家用乗用車の日常点検チェレク,シエト

自車扁自賄専0日常点機は〔この点検項目につけて予エンクしてく翠さ

(浅)この日常点検チェックざンートは.霞上交通省「自動車点検整備推進協議会」の

HPからプリントアウトしたものです。
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点
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エ

ン
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ン
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I

ム
を
0
ぞ
い
て
の・
点
検

点 検 項 目

'S.エ
ンジンの鶴選および加違¢状態

14.エンジンのかかり具合および桑昔

13.ワイパ0掛き取り0状態

12.ウインド・ウォッシャの噴射状態

11.パーキング・ ブレーキ'レパ■の引きしろ

10.プレーキBAダルの踏みじるおよびブレーキのきき

9.ランプ類の点灯.歳減およびレンズの汚れ、損縛

a.タ イヤの溝の深さ

フ.:イヤの亀裂、損甲および暴難とだ

6.タ イヤの宝気圧(含むスペア タヽイヤ)

S.エンジン"オイルの量

4◆ 榊 水¢量

S,ィ サヽテリ液の量

2.ブレーキ液の量

1.ウインド・ ウオツシヤ液¢量

鵬違

隧

賭

かかり具合

きき

踏みじろ

汚れ、撮傷

点灯(点減〕

勢卿鋼講

路裂～機毎

判定r Ox
年  月  日

加速

礎

果音

かかり呉台

きき

賠持しろ
`

,壻鸞Ъ、 長 鶴

点齋(点激)

鶉

亀製,擬擦

判定下Ox
年  月  日



表3:8番「職員運転公魚車に係る日常点検の実施及ぴ日常点検マニュアルの送付について」

自動車の日常点検チェックリスト

平成  年 月 日( 曜日)
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廟

□補充済み

園補充済み

国補充済み

回補充済み

□補充済み

ロスタンドで調整済み

□交換跡要あり

□ 点検依頼済み

□点検依頼済み

(対応)

走行距離

□不足

□不足

国不足

□不足

□不足

口不足等

□不良

□異常

□異常

(気付いた箇所)

□良好

□良コ子

口良好

□良好

□良好

□良好

□良好

□正常

□正常

1 エンジンオイル

2 プレーキオイル

3 ラジエータ冷却水

4 がッチリー液

5 ウイン ド・ ウォッシャ液

1 タイヤの空気状況 (ロネ見)

2 タイヤの磨耗状況

1 プレーキ

2 メーターパネルシゲナル

車面ナンパー

五、
ン
ジ
ン

デレ
I

ム

車
の
ま
わ
り

運
転
席

そ

の

他



表3:18番「自動車の日常点検チキラクリスト」

自動車の日常点検チェックリス ト

O自動車の運転者|よ、自動車の走行距離や運行時の状態から当断した適切な時期に日常点検を実施
することとされています。    (道 路違送車輛法昭和26年法律第35号第47条の2)

〔管財課の職員運転公用車は、毎日、異なる所属の職員が運転することから、運転前に隊す運転す
る職員の方に日常点検を行つていただくこととしています。〕

※本点検は、「職員の県有自動車使用に関する要綱」第3(2)に 定める運転者の黄務である。

点検の結果については、所属長報告するとともに、不異含等が発見された場合は管財課長に報告
すること。         .
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車
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ま
わ
り

工
ン
ジ
ン
デレ

i

ム

区
′
力

｀

対    応

気付いた箇所

2メ ーターパネル シグすル

1ブ   レ キ

2タ イ ヤ の 磨 耗 状 況

1 タイヤの空気状況 (目 視 )

4パ ッ テ リ ー 渡

5ウ イ ン ド・ ウ ォ ッシ ャ液

3ラ ジ エ タ ー 冷 却 水

1エ ン ジ ン オ イ ル

2プ レ ー キ オ イ ル

点 検 箇 Pデi

□ 正 常

回 正常

□農ョ子

□ 農 夕子

□ 良 コ子

□ 良 好

□良好

□ 良 好

国 農夕子

点 検 結 果

□ 異 常

回 異 常

国 不 良

□ 不 足 等

□ 不 足

口 不 足

□不足

不 足

不 足

施要



表3:2番「長崎県自動車運転士服務規程」

自 意h童 事 古々 報 告 書

年  月  日

(所属長 ) 様

所属 職

運転者

氏名 印

長崎た 号、車種 車名

年   月   日
午前

年後
時   分

報告上の注意
1 この報告は、車両の故障、交通法規違反等のほか不測の事故により車両の使用目

的、乗用者の職務遂行に支障を生じたような場合も報告すること。 lj
2 出張先で事故を起したときは、帰庁後できるだけ早く報告すること。

3 この報告で満足に説明できないときは、裏面へ図解し、あるいは日頭で補足説明

すること。

車両番号、 車種、 車名

車の使用 目的及び乗用者

事 故 発 生 同 時

事 故 発 生 場 所

相手方の住所、氏名、年令

及び人的、物的の影響程度

事故により使用 目的に支障

をきたした事項及び位置

県側の人的、物的影響及び

程度

事

故
の

概
況
そ
の

他
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表o:11番「交通法規の連守について」

30

29

23

27

26

25

24

23

22

20

19

J8

1

E 6

15

14

13

12

電1

10

9

8

7

6

5

4

e

2

1

番号

OO班

題名

運 猛 者

X

OO OO

氏  名

OO市

用務地

H2810.10

出発ロ

|

O

負眸E0
有拍鶏眼

O

アJレコール
チエ゙′ク

○

麟
扶態

OO

所BttB
(」牌■ン)

公用車等運転確認簿
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別表 指摘及び意見に係る所属名等一覧表

第 3-3-(1)
に関する指摘

-33-

-81-

所属名

食品安全 E消費生活課

国保「健康増進課

県央振興局

島原振興局

県 局

五島振興局

上五島支所

壱岐振興局

対馬振興局

計量検定所

環境保健研究センター

佐世保こどもB女性H障害者支援センター

開成学園

工業技術センター

農林技術開発センター

農業大学校

島原農業高等学校 ,
諌早農業高等学校 ネ

北松農業高等学校

西彼農業高等学校 ィ

鹿町工業高等学校

大村城南高等学校

観光振興課

医療政策課

障害福祉課

道路維持課

生涯学習課

27所属

環境保健研究センター

肉用牛改良センター

2所属

:誤

港事務所

生検査所
:生

横 査 所

壼験 場

発セン多―

!設事務所

更 東 墓 藩 F

課 早 食 肉 |

】I:棚食 肉 |

石木ダム |

番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

11

1 2

1 3

14

1 5

1 6

1 7

18

19

20

21

22

1

2

3

4

5

第3-2-(2)に関する指摘の所属数計

1

2

第3-2-(3)に関する指摘の所属数計

1

2
3

4
5

6

7

8
9

10
11

1 2

指摘又は意見の内容

法定点検等の実施漏れ
(県実施分)

法定点検等の実施漏れ
(貸付先実施分)

車検切れ

指摘又は意見の区分

第 3-2-(2)
に関する指摘

第 3-2-(3)
に関する指摘

一者随意契約



第3-4-(2)に 関する指摘の所属数計

第3-4-(2)
に関する指摘

第3-4-(1)に 関する指摘の所属数計

第 3-4-(1)
に関する指摘

第3-3-(3)に 関する指摘の所属数計

第 3-3-(3)
に関する指摘

第3-3-(2)に 関する指摘の所属数計

第3-3-(2)
に関する指摘

第3-3-(1)に 関する指摘の所属数計、

指摘又は意見の区分

日常点検

公用車等運転確認簿

リース公用車の修繕根拠

契約の履行

見積り合わせ後の
変更契約

指摘又は意見の内容

8

7

6

5
4
3

2

1

1

1

25
24
23
22
21

20
19

18

17

16

15

14

13

12

11

10
9

8

7

6

5

4
3

2

1

1

16

15

14
13

番号

8所属

1所属

大村城南高等学校

26所属

新幹線用地事務所

工
Ｐ
ロ

エ
メ

≦

】用 年 改 星センピ

i早露 業 言 等 軍

]末夕
‐
ム 霊 設 軍

]用 牛改里セン1

こ畳保こども日女4

l五昌 福 祉 軍 藩

1所属

上五島福祉事務所

16所属

所属名

卜軍 藩 所

P………

所

,一

:口 障害者支援センター
『

iFtthF

…34-
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所属名

管財課

管財課

管財課

管財課

管財課

5所属

81所属

5所属

86所属

番号

1

1

1

1

第4-1から5までに関する意見の所属数計

指摘合計 (延べ)

意見合計 (延べ )

指摘及び意見の総計

指摘又は意見の内容

規程の改正等

法定点検及び車検等の実
施の徹底

公用車の点検、整備等に

係る契約事務の改善

適切な日常点検の実施

公用車情報の調査

指摘又は意見の区分

第4-1に関する意見

第4-2に関する意見

第4-3に関する意見

第4-4に関する意見

第4-5に関する意見

-35-
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平成 30年度 包括外部監査結果報告書

(報告に添えて提出する意見書)

長崎県の債権管理に関する事務の執行ついて

～未収金を中心に～

長崎県包括外部監査人

演口 純吾

ァ ー マ

-85-
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平成 30年度 包括外部監査結果報告書

(報告に添えて提出する意見書)【概要版】

1 選定した特定の事件

「長崎県の債権管理に関する事務の執行について～未収金を中心に～」

2 特定の事件として選定した理由

長崎県の平成 29年度の下般会計歳入決算によれば,調定額は 735,445,031,285円 ,

収入済額は 733,227,910,651円 ,不納欠損額は 130,867,379円 ,収入未済額は

2,086,253,255円 である。「債権」は,長崎県の重要な財産であり,収入未済となつて

いる債権 (以下「未収金」ともいう。)の回収は,長崎県にとつて重要な事務である。

また,誠実な納付者との公平性を確保するためには,「払わないもの得」を許さないよ

う,未収金の確実な回収を図る必要がある。

他方で,確実な回収,公平性の確保を追求するあまり,未収金の管理にかかるコス

トが遇大になつているのではないかという疑商も生じるところであり,不納欠損処理

を促進することで,財務の健全化,債権管理コス トの削減を図る必要もある。

以上のとおり,未収金の確実 。公平な回収,不納欠損処理の促進は,いずれも債権

管理に関する事務の適正化を図り,も うて公正かつ円滑な行財政運営に資することに

なるため,上記「特定の事件」を監査することは重要であると思料する。

3 監査対象とした債権管理事務

平成 29年度末時点で収入未済となつている税外債権の管理事務を本監査の対象とした。

1
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4 指摘事項 E意見の概要

(1)県全体に対する指摘事項及び意見の件数

5

指摘事項

3

意見

(2)総括

本監査で検出した指摘事項のうち;多くの所管課で見受けられた事項を総括的に報

告する。以下の問題点は,ほぼ全ての所管課に共通していることからj今回,監査対

象となっていない債権管理についても同様の問題点を抱えているのではないかと懸念

されるため,長崎県においては,これらの問題点について,全庁的に再検討されるよ

う求める。

ア 債権管理簿の不備 【指摘事項】

債権管理簿の作成は債権管理事務あ基本であり,根幹である。特に,債権の時効

管理にとって,債権管理簿に,債権の発生年月日や発生原因,収納状況等の情報を

集約しておくことが重要である。   j

その重要性に鑑み,長崎県はぅ昭和 42年 10月 1日 付けで総務部長名により通知

された「債権の管理について」において,債権管理簿の記載事項を詳細に定めてい

る。

にもかかわらず,本監査において,各所管課の債権管理簿あるいはそれに準じる

台帳を関覧したが,ほ とんどの債権管理簿は「債権の管理について」が定めている

記載事項を満たしていなかった。

長崎県においては,全庁的に,債権管理簿あるいはそれに準じる台帳を再検証し,

「債権の管理について」が定める記載事項を満たすように改めるがきである。

2
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イ 実務上の分割納付の安易な適用 【指摘事項】

平成 27年 9月 15日 付けで財政課長名により通知された「長崎県債権管理規程の

運用について」 3・ (2)・ ③では,「法令に依拠しない,セ わヽゆる実務上の取り

扱いにより分割納付等を実施している所管にあつては,安易に適用しないよう運用

の改善を図る」とされている。しかしながら,本監査において;ほとんどの所管課

が,法令 (地方自治法施行令 171条の 6,債権管理規程第 12条)が定める手続きを

経ることなく,債務者の申し出により月額数千円といつた少額の分割金の納付を受

ける「いわゆる実務上の取り扱いによる分割納付」 (以下「実務上の分割納付」と

いう。また,「分納誓約」などと呼ばれることもある。)を適用していた。

この実務上の分割納付は,債務の弁済にかかる債務者からの誠実な意思であつた

としても,法的位置づけが曖味なものである。そのため,分割納付が履行されなか

つた場合に,債務者に履行を義務づける法的根拠が明確ではない。

したがって,実務上の分割納付は安易に適用しないよう,改めて周知,徹底すべ

きである。      A

ウ 保証人に対する適切な請求等の不実施 【指摘事項】

地方自治法施行令 171条の 2によれば,普通地方公共団体の長は,債権について,

地方自治法 231条の 3第 1項等の規定による督促をした後相当の期間を経過しても

履行されない場合,保証人が付いているときは,保証人に対して履行を請求しなけ

ればならない。

しかしながら,本監査において散見されたのが,主債務者が保証人に対する請求

を拒んでいるからとか,主債務者が少額ではあるが分割納付を続けているため,等

の理由により保証人への請求を速やかに行つていないケースである。結果,保証人

が有名無実化してしまい,その担保的機能が全く働かなくなつてしまつている。

保証人を付 した債権について,主債務者が履行の見込みが立たない場合には,速

やかに保証人への請求を行 うよう,周知,徹底すべきである。

3
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工 財産及び支払能力調査の不実施 (不十分な調査を含む)【指摘事項】

「長崎県債権管理規程の運用について」 3・ (1)。 ①は,「地方自治法等に基

づき分割納付や履行期限の延長等の判断を行 う際は,以下の項目を基本に財産調査

(任意調査)を行 う」としており,こ の方針は,長崎県債権管理規程 4条の趣旨に

照らせば,地方自治法等に基づかない分割納付,すなわち,上記実務上の分割納付

であつても同様のはずである。

しかしながら,実務上の分割納付を適用している所管課において,監査人が適切

と評価 しうる財産調査を行つている所管課は皆無に等しく,債務者の自己申告した

財産状況等を基に,安易に分割納付の適用を判断していた。

したがって,やむを得ず実務上の分割納付を適用する際にも,「長崎県債権管理

規程の運用について」 3・ (1)。 ①に従い適切な財産調査を行 うべきである。

オ 相続人調査の不実施 (不十分な調査を含む)【指摘事項】

債務者や連帯保証人等が死亡した場合に,・ 十分な相続人調査を行わず,一部の知

れたる相続人だけに請求を行つたり,分割納付の誓約を求めたりしている所管課が

多く見受けられたも

金銭債権などに代表される可分債権は,遺産分割を経ずとも相続開始によつて当

然に各共同相続人の相続分に応じて直接承継されるものと解されている (最一小判

昭和 29年 4月 8日 ,最三小判昭和 30年 5月 31日 ,最判平成 16年 4月 20日 等)の

であるから,適切な相続人調査を行わないと,相続人の範囲や相続した債務額が明

らかにはならない。

したがつて,債務者等が死亡した場合には,速やかに適切な相続人調査を行うよ

う,周知,徹底すべきである。
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5フ 意見 (提言)

(1)債 権管理条例の制定 【意見】

ア 長崎県において債権管理条例を制定することを提言する。

監査人は,次のような理由から,長崎県において債権管理条例を制定する必要性が

あると考える。

イ まず第 1にぅ債権管理を適切に行い,債権の回収を厳格に行つていくという県の姿

勢を県民や県職員に示すために債権管理条例の制定が重要である。

本監査で散見されたのが,債権回収事務を行 うに際し,債務者等から反感・反発を

受けてしまうために職員が債権回収を躊躇してしまう状況である。

確かに,公務員は,全体の奉仕者であり,県民に対し行政サービスを提供するとい

う側面がある。 しかしながら,地方自治法 240条 2項は「普通地方公共団体の長は,

債権について,政令の定めるところにより,その督促,強制執行その他その保全及び

取立てに関し必要な措置をとらなければならない」とし,これを受けて,長崎県債権

管理規程 4条は「債権の管理に関する事務は,法令及び規則の定めるところに従い,

債権の発生原因及び内容に応 じて,財政上もつとも県の利益に適合するように処理し

なければならない」としている。

したがって,県職員が債権回収事務を行 うにあたつては,全体の奉仕者,行政サー

ビスの提供者 としての立場から,県の財政上の利益を図る立場に意識を切 り替える必

要がある。                   ｀

債権管理条伊IJの制定により,債権管理を適切に行い債権の回収を厳格に行つていく

とい う県の姿勢を示すことで,上記のような県職員の意識の切 り替えや,それに対す

る県民の理解に繋がると考える。

ク 次に,債権管理条例の制定により,債権管理事務の明確化,効率化,合理化を図る

必要がある。

非強制徴収公債権や私債権は,税 とは異なって適用法令が多岐にわたり,また,強
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制徴収ができないことから;管理や回収が容易ではない。

特に,私債権は,民法 145条があるため,消滅時効期間が経過 しても債務者から時

効援用の意思表示がない限り不納欠損処分ができないため,長崎県では,権利の放棄に

係る議決を求める基準を設け,基眸を満たすものについて,議会の議決を得て,債権

放棄を行つているが,それでもなお,時効期間が経過した債権や,回収見込みが乏し

い債権をいたずらに残して管理を続け,効果の乏しい経費を費やしたり,県職員の労

力や時間を割いたりしているケースが見受けられた。回収見込みが乏しい債権がいつ

までも残存することは,いわゅる不良債権が県の財産として計上され続けることであ

り,県の財政の評価に不当な影響を及ぼすことにも繋がる。

したがって,´債権管理条例の制定により,消滅時効期間が経過 した債権や回収見込

みが乏しい債権の放棄を容易にし!債権管理事務の明確化,効率化,1合理化を図る必

要がある。

工 以上の理百により,監査人は,長崎県において債権管理条例 (本報告書に添付する

条例案,施行規則案を参考にしていただきたい)を制定されるよう,提言する。

(?)債 権管理マニュアルの整備 【意見】

本監査において報告したとおり,長崎県の債権管理に関する条例,規則,規程,要綱等

は詳細かつ網羅的に管理事務を定めている。

にもかかわらず,長崎県め債権管理には多くの指摘事項等が検出された。

その原因の一つは,詳細かつ網羅的である要綱等ががるものの,それ らがバラバラに存

在し一うにまとめられていないために,債権管理を担当する職員が見落としていることに

あると考える。

そこで,監査人は,長崎県がこれまで定めている条例,規則,規程,要綱等を整理する

と共に,本監査報告において提言している長崎県債権管理条例案が制定された場合に想定

される債権管理事務の流れを,添付資料「長崎県債権管理マニュアル案」のとおりまとめ

た。

これをモデルとして,今後,長崎県において債権管理ヤニュアルの整備を検討されるよ
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う,提言する。

(3) 長期収入未済債権を集約管理する専門部署め創設,外部専門機関への委託

【意見】

ア 長崎県には,債権を集約して管理する専門部署がなく,様々な所管課が収入未済債

権を管理 している。

管理に携わる担当職員は,必ずしも債権管理の知識,経験を有するわけではなく,

管理の必要が生じると,前任者や上司から指導,引継ぎを受け,財政課等からの助力

を得ながらも,主として各自の努力で模索を重ねながら債権管理に臨んでいる例が多

く見受けられたと

そのため,担当者によつて,債務者対応に温度差があつたり,債権管理の厳格さ。

綿密さに差異が生,じたりしている。

本監査の主たる対象とした私債権は,公債権とは異なり,画一的に管理しうるわけ

ではないが,そ う、とは言え,担当者の力量や裁量によって管理事務が大きく左右され

てしまうのは避けるべきであるから,特定の部署で画一的に管理するのが望ましい。

イ また,専門性を有する部署に知識,経験を集約することで,債権管理・回収の経済

性,効率性,有効性が高まることは明らかであり,債権管理を専門部署に移管できれ

ば,他の部署は,それぞれが所管する事務に専念でき,その経済性,効率性,有効性

が高まるはずである。

ウ 債権管理を専門部署に所管させることには,次のようなメリントも期待できる。

すなわち,本監査で感じた問題点の一つが,行政サービスを提供する部署が債権管

理を行うと,も ともと提供している行政サービスの目的を債権管理の事務処理にも持

ち込んでしまうという問題点である。

前述のとおり,債権管理に臨む県職員は,行政サービスの提供者としての立場から,

県の財政上の利益を図る立場に意識を切り替える必要があるが,行政サービスを提供
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している職員は, どうしても,県民の福祉向上という行政目的を捨て去 り,県の財政

上の利益を図る意識に切り替え切れず,債権の厳格な回収を疇躇してしまっているよ

うに感じる。債権管理を専門部署に集約することlま,この問題点の克服にも繋がる。

したがつて,監査人は,長期収入未済債権を集約 して管理する専門部署を創設する

ことが望ましいと考え,長崎県に対し検討を提言する。

工 専門部署の創設が難 しい場合には,弁護士や債権回収業者など外部専門機関に委託

することを検討してもらいたい。

一部の所管課において,債務者への催告等,債権管理の‐部の手続きを債権回収業

者に委託していた例はあつたが,管理全体を委託した例はなかった。長期収入未済と

なり管理・回収が容易ではなくなつた債権の管理事務を全体として委託することで,

専門部署への移管と同様の効果は得られるものと思料する。
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6 各所管課に対する指摘事項及び意見の件数
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意見

2

0

2

0

0

0

1

0

2

0

0

3

1

1

0

0

3

0

4

0

2

12

指摘事項

1

1

0

6

9

8

1

0

5

6

2

9

2

4

2

0

6

7

20

2

5

96

所管課

政策企画課

生活衛生課

廃棄物対策課

福祉保健課

医療人材対策室

障害福祉課

原爆被爆者援護課

こども未来課

こども家庭課

経営支援課

雇用労働政策課

水産経営課 (旧 :漁政課 )

漁港漁場課

農業経営課

林政課

監理課

道路維持課

港湾課

住宅課

教職員課

会計課

合計

企画振興部

県民生活部

環境部

福祉保健部

こども政策局

産業労働部

水産部

農林部

土木部

教育庁

警察本部
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9
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